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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 2022年３月

売上高 （百万円） 16,922 21,719 16,679 9,781 12,404

経常利益又は経常損失（△） （百万円） 2,626 2,129 1,262 △33 2,356

親会社株主に帰属する当期純

利益又は親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）

（百万円） 2,147 2,594 1,021 △94 2,267

包括利益 （百万円） 2,150 2,039 815 207 2,385

純資産額 （百万円） 12,862 14,497 14,996 15,105 17,353

総資産額 （百万円） 18,623 16,841 16,622 17,049 21,575

１株当たり純資産額 （円） 183.93 218.60 233.56 230.12 269.66

１株当たり当期純利益又は１

株当たり当期純損失（△）
（円） 38.08 47.23 18.94 △2.00 41.02

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） 32.89 40.25 15.98 - 35.61

自己資本比率 （％） 68.6 85.5 89.4 88.6 80.4

自己資本利益率 （％） 18.2 19.1 7.0 △0.6 14.0

株価収益率 （倍） 4.2 2.7 6.1 - 4.1

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 4,335 △2,145 2,191 1,452 △3,033

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △172 1,391 △55 △36 445

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △471 △2,457 △731 △299 1,421

現金及び現金同等物の期末

残高
（百万円） 5,328 2,124 3,526 4,646 3,402

従業員数 （人） 52 56 58 57 45

(外、平均臨時雇用者数)  (6) (6) (6) (5) (5)

（注）１．第13期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

２．第13期の連結会計年度より、豪州ワンボ社からの配当収入は「営業外収益」から「売上高」に表示する方法

に変更しており、過年度の連結会計年度の「売上高」を組替えております。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首から適

用しており、当連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等と

なっております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 2022年３月

売上高 （百万円） - 200 220 230 208

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △448 2,574 1,315 2,538 72

当期純利益又は当期純損失（△） （百万円） △332 2,592 1,332 2,561 407

資本金 （百万円） 2,501 2,501 2,501 2,501 2,501

発行済株式総数 （株）      

普通株式  58,892,853 58,892,853 58,892,853 58,892,853 58,892,853

第二種優先株式  7,140,000 7,140,000 7,140,000 7,140,000 7,140,000

純資産額 （百万円） 5,384 7,573 8,588 11,051 11,321

総資産額 （百万円） 7,730 8,037 8,746 11,161 11,466

１株当たり純資産額 （円） 50.01 91.21 112.34 156.03 160.05

１株当たり配当額 （円）      

（普通株式）  3.00 3.00 3.00 3.00 5.00

（内１株当たり中間配当額）  （-） （-） （-） （-） （-）

（第二種優先株式）  2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

（内１株当たり中間配当額）  （-） （-） （-） （-） （-）

１株当たり当期純利益又は

１株当たり当期純損失（△）
（円） △6.20 47.20 24.79 47.02 7.15

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） - 40.22 20.92 40.76 6.21

自己資本比率 （％） 68.6 93.0 96.6 99.0 98.7

自己資本利益率 （％） △6.0 40.6 16.7 26.3 3.6

株価収益率 （倍） - 2.7 4.7 2.6 23.6

配当性向 （％） - 6.4 12.1 6.4 69.9

従業員数 （人） 13 12 12 12 12

(外、平均臨時雇用者数)  （-） （-） （-） （-） （-）

株主総利回り （％） 169.8 138.5 130.2 140.6 193.8

（比較指標：配当込みTOPIX） （％） (115.9) (110.0) (99.6) (141.5) (144.3)

最高株価 （円） 205 182 159 141 194

最低株価 （円） 89 85 95 106 114

（注）１．第10期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。

２．最高株価及び最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当事業年度の期首から適用し

ており、当事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となってお

ります。
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２【沿革】
 

2008年10月 住友石炭鉱業株式会社（現　住石マテリアルズ株式会社）の単独株式移転により持株会社住石ホー

ルディングス株式会社を設立し、東京証券取引所に新規上場（住友石炭鉱業株式会社は2008年９月

に上場廃止）

2009年８月 住石貿易株式会社を設立

2009年10月 住石マテリアルズ株式会社の石炭事業部門を住石貿易株式会社へ事業譲渡

2016年４月 住石マテリアルズ株式会社の新素材事業部門及び採石事業部門（山陽事業所）を、新設分割により

設立したダイヤマテリアル株式会社及び住石山陽採石株式会社へそれぞれ事業譲渡

2016年５月 住石マテリアルズ株式会社は、割り当てを受けたダイヤマテリアル株式会社及び住石山陽採石株式

会社並びに同社の子会社である泉山興業株式会社の株式を、すべて住石ホールディングス株式会社

（当社）へ現物配当により譲渡

2021年５月 住石山陽採石株式会社を売却

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からスタンダード市場に

移行

当社は、2008年10月１日に住友石炭鉱業株式会社（現　住石マテリアルズ株式会社）の単独株式移転により、同社を完

全子会社とする持株会社として設立いたしました。住石マテリアルズ株式会社の沿革は以下のとおりであります。

1691年

（元禄４年）

別子銅山開坑

1893年11月 庄司砿（九州）を入手、石炭業に着手

1894年４月 忠隅砿（九州）を入手

1924年10月 坂炭砿株式会社（北海道）の経営に参加

1925年10月 坂炭砿株式会社の商号を住友坂炭砿株式会社に変更

1927年６月 住友別子鉱山株式会社を設立　（注）住石マテリアルズ株式会社の設立登記日となる

1928年６月 住友九州炭砿株式会社を設立

1930年４月 住友坂炭砿株式会社と住友九州炭砿株式会社が合併し、住友炭砿株式会社を設立

1937年６月 住友別子鉱山株式会社と合併し、商号を住友鉱業株式会社に変更

1946年１月 商号を井華鉱業株式会社に変更

1949年10月 東京・大阪両証券取引所に株式上場

1950年２月 本社を大阪市から東京都に移転

1950年３月 過度経済力集中排除法により、金属鉱山部門（現　住友金属鉱山株式会社）、土木部門（現　三井

住友建設株式会社）、調度部門（株式会社新居浜大丸）を分離する

1952年７月 商号を住友石炭鉱業株式会社に変更

1971年10月 奔別砿・歌志内砿閉山、赤平砿一山体制となる。

1979年10月 赤平炭砿を分離して住友石炭赤平炭砿株式会社を設立

1983年５月 赤平技術サービス株式会社（株式会社イズミテック）を設立

1988年10月 豪州の炭鉱会社Wambo Mining Corporation Pty.Ltd.に資本参加

1994年２月 赤平炭砿を閉山（1994年３月　住友石炭赤平炭砿株式会社解散）

1998年４月 泉山興業株式会社を買収

2001年１月 豪州の炭鉱会社Wambo Mining Corporation Pty.Ltd.を売却

2002年10月 株式会社エスシーエム興産を会社分割により設立

2003年３月 株式会社イズミテックを吸収合併

2004年９月 株式会社エスシーエム興産を売却

2008年10月 商号を住石マテリアルズ株式会社に変更
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３【事業の内容】

当企業集団は、当連結会計年度末現在、連結財務諸表提出会社（以下「当社」）、子会社４社（うち連結子会社４

社）及び関連会社１社（うち持分法適用会社１社）により構成されており、その主要な事業内容と当企業集団の事業に

係わる位置づけ等は次のとおりであり、当該３部門は「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 

注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。なお、当社の連結子会社であった住石山陽採石株式会社は、

保有していた全株式を2021年５月31日付けで第三者に譲渡いたしました。そのため当連結会計年度の期首より連結の範

囲から除外しております。

また当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社等に該当しており、こ

れにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなりま

す。

石炭事業部門

当企業集団では、連結子会社である住石貿易株式会社が石炭の仕入及び販売を行っております。また、連結子会

社である住石マテリアルズ株式会社が、豪州ワンボ社のクラスＢ株を保有しております。

新素材事業部門

当企業集団では、連結子会社であるダイヤマテリアル株式会社が工業用人工ダイヤモンドの製造、仕入及び販売

を行っております。

採石事業部門

当企業集団では、連結子会社である泉山興業株式会社が、岩石の採取、加工及び販売を行っております。

以上述べた事項を事業系統図に示すと次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権
の所有
割合
（％）

関係内容

（連結子会社）      

住石マテリアルズ株式会社

（注）２
東京都港区 100 資産の管理等 100.0

役員の兼任　５名

経営指導を行っている。

住石貿易株式会社

（注）５
東京都港区 100 石炭事業 100.0

役員の兼任　４名

経営指導及び資金支援を行ってい

る。

ダイヤマテリアル株式会社 北海道赤平市 90 新素材事業 100.0
役員の兼任　１名

経営指導を行っている。

泉山興業株式会社 青森県上北郡六ヶ所村 90 採石事業 100.0
役員の兼任　１名

経営指導を行っている。

（持分法適用関連会社）      

新居浜コールセンター株式会社 愛媛県新居浜市 50 倉庫業
40.0

(40.0)

役員の兼任　１名

住石貿易株式会社が石炭荷役を委

託している。

（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称又は業種を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

４．上記会社において有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

５．住石貿易株式会社は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超え

ておりますが、セグメント情報の石炭事業部門の売上高に占める当該連結子会社の売上高(セグメント間の内

部売上高又は振替高を含む)の割合が100分の90を超えるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 2022年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（名）

石炭事業部門 12 （1）

新素材事業部門 8 （4）

採石事業部門 13 （-）

報告セグメント計 33 （5）

全社（共通） 12 （-）

合計 45 （5）

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）

は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

(2）提出会社の状況

    2022年３月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

12 （-） 50.5 22.1 6,879,730

 

セグメントの名称 従業員数（名）

全社（共通） 12 （-）

合計 12 （-）

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）

は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

(3）労働組合の状況

・提出会社

労働組合はありません。

・連結会社

労働組合はありません。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

当社グループは、基本方針として、一般炭を中心に日本の経済発展に不可欠な石炭を安定的に供給することを事業

目的とし、国際的な環境変化に適合してゆくための情報力強化、ノウハウ蓄積に努めつつ、堅実かつ効率的な経営を

進めてまいります。また、長期的にも環境が変動する中で、経営の健全性を維持するために、自己資本比率及び自己

資本利益率（ＲＯＥ）を重視します。

今後の見通しといたしましては、未だに新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、収束の時期や感染拡大によ

る影響が見通せないことや、ロシア、ウクライナ情勢が世界経済に与える影響などから、先行きは非常に不透明感の

強い状況にあります。

このような状況下、当社グループ各事業の次期連結業績見通しに係る収益向上に向けた取り組みは次のとおりで

す。

石炭事業部門については、非効率石炭火力のフェードアウトに向けた政策等による影響や、ロシア炭の輸入制限等

によるエネルギー需要のタイト化を見極めつつ、顧客ニーズの変化に柔軟に対応できるように取り組んでまいりま

す。

新素材事業部門については、通信、省エネ関連部材の製造工程に不可欠な研磨材の需要拡大に対応するため、特に

化合物半導体関連企業との関係を強化し、当該需要を取り込みます。

採石事業部門については、今後のプロジェクト工事を含む公共事業からの需要に対応すべく、生産現場の効率化を

推進します。

財政面は、引き続き外部調達の圧縮とグループ内の資金効率化により、財務体質及び収益体質の改善を図ります。

当社グループといたしましては、持株会社体制の確立により収益力の改善を推し進めるとともに、強固な経営基盤

を構築し、企業価値の向上を図ってまいる所存です。

２【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性のあるリスク及び変動

要因と、その他投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 信用リスク

当社グループでは、多様な商品取引活動により国内外の取引先に対して発生する種々の信用リスクに対して、各

事業部門において、信用リスクを定量・定性面から管理・評価し、与信限度・債権状況を定期的にモニタリングす

るとともに、各事業部門より独立した部署が回収状況及び滞留債権状況を定期的にレビューし、回収可能性の検討

を行い必要な処理を行っております。

(2) 金利変動リスク

当社グループでは、資金調達を主に銀行借入により行っており、借入金残高は減少しておりますが、金利変動

リスクがあります。金利上昇によるコストの増加を事業活動において吸収できない場合は、経営成績に影響を与

える場合があります。

(3) 海外投資リスク

当社の連結子会社である住石マテリアルズ株式会社は豪州ワンボ社のクラスＢ株を保有しております。同社を運

営している米国のピーボディ社等の業務状況等は、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を与える可能性

があります。

(4) 資産価値

当社グループが保有している固定資産は、時価や収益価値をもとに資産価値を検討していますが、今後時価の下

落、収益性の低下、保有方針の変更に伴い資産価値が下落した場合、その結果が当社グループの財政状態及び経営

成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 海外情勢リスク

当社の連結子会社である住石貿易株式会社の石炭事業部門は、原油及び天然ガス等の国際的な資源市況の動向

や、主たる仕入先の豪州、インドネシア等の政治経済環境の大幅な変化或いは法律改正等の予期せぬ事象により、

業績に影響を受ける可能性があります。

(6) 新型コロナウイルス感染拡大による影響のリスク

新型コロナウイルス感染症の猛威により、経済基調は急速に悪化しており、先行きについて極めて厳しい状況が

続くと見込まれております。その結果が当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

①財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として先行き不透明な状

況にありますが、感染対策を徹底しワクチン接種等を推進するなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあり、

企業収益や雇用情勢等の動きには一部で改善の動きもみられるようになりました。

当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の事業につきましては、主力である石炭事業部門や新素

材事業部門において、新型コロナウイルス感染症拡大により稼働率が低下していた顧客の回復傾向がみられまし

た。

ａ．財政状態

（資産）

当連結会計年度末の総資産は、現金及び預金や住石山陽採石株式会社の連結除外に伴う固定資産等の減少があっ

たものの、商品及び製品並びに売掛金等が増加したことから、前連結会計年度末に比べて4,525百万円増加し、

21,575百万円となりました。

（負債）

当連結会計年度末の負債は、資産と同様に住石山陽採石株式会社の連結除外に伴う固定負債等の減少等があった

ものの、仕入債務や短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べて2,277百万円増加し、4,222百万円とな

りました。

（純資産）

当連結会計年度末の純資産は、剰余金配当の実施による減少があったものの、親会社株主に帰属する当期純利益

の計上等による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べて2,248百万円増加し、17,353百万円とな

り、自己資本比率は80.4％となりました。

ｂ．経営成績

当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の事業につきましては、主力で

ある石炭事業部門や新素材事業部門において、新型コロナウイルス感染症拡大により稼働率が低下していた顧客の

回復傾向がみられました。

当連結会計年度における経営成績は、売上高12,404百万円、経常利益2,356百万円（前年同期は経常損失33百万

円）、親会社株主に帰属する当期純利益2,267百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失94百万円）と

増収増益となりました。

また、当連結会計年度の期首より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等

を適用しております。これに伴い、当連結会計年度における売上高は、従来売上高に計上していた一部の取引を除

外しております。そのため、当連結会計年度における経営成績に関する説明は、売上高については前連結会計年度

と比較しての増減額及び前年同期比(％)を記載せずに説明しております。詳細は、「第５経理の状況　１連結財務

諸表（１）連結財務諸表　注記事項　（会計方針の変更）」をご参照下さい。

なお、北海道地区において住友石炭鉱業株式会社（現当社子会社住石マテリアルズ株式会社、以下「住石マテリ

アルズ」といいます）が経営した炭鉱等の元従業員等であった15名が、住石マテリアルズに対しじん肺疾患による

損害賠償金を求めておりましたが、和解金67百万円（特別損失に計上）を支払い終結いたしました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

石炭事業部門では、当連結会計年度は、新型コロナウイルス感染症からの世界経済回復に伴うエネルギー需要増

加を受けて石炭価格が大幅に上昇したこと、また、出資先の豪州ワンボ社からの配当金（2,128百万円）が寄与

し、売上高は11,721百万円（前年同期比34.0％増）、セグメント利益は2,629百万円（前年同期比773.5%増）と増

収増益となりました。

なお、当連結会計年度の期首から「収益認識に関する会計基準」の適用に伴い、一部の売上高（△2,747百万

円）を除外しております。

新素材事業部門では、当連結会計年度は、スマートフォン、化合物半導体、自動車部品向け研磨材販売が好調に

推移したことから、売上高は360百万円（前年同期比29.3%増）、セグメント利益は90百万円（前年同期比206.3%

増）となりました。

採石事業部門では、当連結会計年度は、西日本の採石場子会社全株式を地元企業に譲渡したため、東北方面の採

石場１山体制となりました。また、2021年12月まで順調であった原子力関連及びその他プロジェクト工事が、年明

け以降大雪により中断された影響を受け、売上高は323百万円（前年同期比57.1％減）、セグメント利益は35百万

円（前年同期比69.3％減）となりました。
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②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、1,164百万円減少し、3,402百万円とな

りました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益2,314百万円の計上等が

あったものの、売上債権859百万円や棚卸資産5,372百万円の増加等により、3,033百万円の支出（前期は1,452百

万円の収入）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式の売却による収入364百万円等により、

445百万円の収入（前期は36百万円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額178百万円の支出等があったもの

の、短期借入金の増加1,630百万円等により、1,421百万円の収入（前期は299百万円の支出）となりました。

③生産、受注及び販売の実績

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

前年同期比（％）

新素材事業部門（百万円） 83 109.3

採石事業部門（百万円） 227 50.1

合計（百万円） 311 58.7

（注）１．金額は販売原価であり、セグメント間取引については相殺消去しております。

２．当連結会計年度において、生産実績に著しい変動がありました。これは、採石事業部門において連結子会社

であった住石山陽採石株式会社の全株式を譲渡し、期首除外したこと等によるものであります。

(2) 受注実績

該当事項はありません。

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

前年同期比（％）

石炭事業部門（百万円） 11,721 134.0

新素材事業部門（百万円） 360 129.3

採石事業部門（百万円） 323 42.9

合計（百万円） 12,404 126.8

（注）１．セグメント間取引については相殺消去しております。

２．当連結会計年度において、販売実績に著しい変動がありました。これは、採石事業部門において連結子会

社であった住石山陽採石株式会社の全株式を譲渡し、期首除外したこと等によるものであります。

３．当連結会計年度の期首より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等

を適用しております。これに伴い、当連結会計年度における売上高は、従来売上高に計上していた一部の取

引を除外しております。

４．最近２連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の

とおりであります。なお、前連結会計年度の東レ株式会社及び当連結会計年度のWambo Coal Pty Limitedに

ついては、各期の当該割合が100分の10未満であるため、記載を省略しております。

 

相手先

前連結会計年度
（自　2020年４月１日
至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

Wambo Coal Pty Limited - - 2,128 14.0

水島エネルギーセンター株式会社 1,475 15.1 2,043 13.5

王子グリーンリソース株式会社 1,572 16.1 1,865 12.3

東レ株式会社 2,214 22.6 - -

（２）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

EDINET提出書類

住石ホールディングス株式会社(E21342)

有価証券報告書

10/80



経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

①重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表の作成に係る会計方針及び見積りについては、「第５　経理の状況　１連結財務諸表

等　（１）連結財務諸表　注記事項　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　及び　重要な会計上の見

積り」に記載しております。

②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

１．当社グループの当連結会計年度の経営成績等

(1) 売上高

当連結会計年度の連結売上高は、主力である石炭事業部門や新素材事業部門において、新型コロナウイルス感

染症拡大により稼働率が低下していた顧客の回復傾向がみられました。

また、出資先の豪州ワンボ社からの配当収入につきましては、石炭市況の回復により復配したこと等もあり、

12,404百万円となりました。なお当連結会計年度の期首より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第

29号 2020年３月31日）等を適用しております。これに伴い、当連結会計年度における売上高は、従来売上高に

計上していた一部の取引を除外しております。そのため、当連結会計年度における経営成績に関する説明は、売

上高については前連結会計年度と比較しての増減額及び前年同期比（％）を記載せずに説明しております。

(2) 営業利益

当連結会計年度の連結営業利益は、売上高増収等により、2,343百万円（前連結会計年度は営業損失63百万

円）となりました。

(3) 経常利益

当連結会計年度の連結経常利益は、2,356百万円（前連結会計年度は経常損失33百万円）となりました。

(4) 親会社株主に帰属する当期純利益

当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、2,267百万円（前連結会計年度は親会社株主に帰属す

る当期純損失94百万円）となりました。

(5) 自己資本比率及び自己資本利益率（ＲＯＥ）

当連結会計年度の自己資本比率は、親会社株主に帰属する当期純利益計上等により80.4%（前連結会計年度は

88.6％）となり、自己資本利益率（ＲＯＥ）は14.0％（前連結会計年度は△0.6％）となりました。

２．当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因

経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「２　事業等のリスク」に記載のとおりであります。

３．当社グループの当連結会計年度の財政状態の分析

財政状態の分析につきましては、「（１）経営成績等の状況の概要　①財政状態及び経営成績の状況」に記載

のとおりであります。

４．資本の財源及び資金の流動性

運転資金並びに石炭中継基地等への投資については、手元資金及び一部銀行借入で対応しております。

また石炭市況の変動等により運転資金等の調達を実施いたしますが、営業活動による収益、豪州ワンボ社から

の継続的な受取配当金等の営業キャッシュ・フローを財源に、引き続き有利子負債の圧縮を進めてまいります。

当連結会計年度末現在において重要な資本的支出の予定はありませんが、今後も財務体質の改善と強化を図っ

てまいります。

なお、キャッシュ・フローの状況については、「（１）経営成績等の状況の概要　②キャッシュ・フローの状

況」に記載しております。
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４【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

５【研究開発活動】

当連結会計年度の該当事項はありません。

なお新素材事業部門において、主な研究開発として次のものがあります。

（衝撃圧縮ダイヤモンド合成法の応用研究）

衝撃圧縮（ショックコンパクション）法により製造される多結晶ダイヤモンドは、主に研磨用途として多方面に

わたる分野で使用されており、より高研削用途としての要望が高まってきています。当社としましてはこの様な環

境のなかで、製造方法の改良研究とともに、高研削ダイヤモンドの開発を進めてまいります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度において当社グループの設備投資の総額は33百万円であります。その主なものは、採石事業部門の

生産設備の投資等（33百万円）であります。

なお、当連結会計年度において、住石山陽採石株式会社の期首連結除外に伴い、以下の設備及び土地等が減少して

おります。

2021年３月31日現在
 

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容
（セグメント）

帳簿価額

従業
員数
（名）

建物及
び構築
物
(百万円)

機械装
置及び
運搬具
(百万円)

土地
（百万円）
（面積㎡）

リース
資産

(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

住石山陽採石

株式会社

本社、砕石工場

（兵庫県神崎郡神河町）

砕石生産設備等

（採石事業部門）
30 7

369

(139,617)
109 0 517

12

(-)

 

２【主要な設備の状況】

(1）提出会社

2022年３月31日現在
 

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額

従業員数
（人）

建物及び
構築物
(百万円)

機械装置
及び運搬
具
(百万円)

土地
（百万円）
(面積㎡)

リース資産
（百万円）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

本社

(東京都港区)
全社部門

本社設備工事

等
20 -

-

(-)
- 3 23

12

(-)

(2）国内子会社

2022年３月31日現在
 

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容
（セグメント）

帳簿価額

従業
員数
（名）

建物及
び構築
物
(百万円)

機械装
置及び
運搬具
(百万円)

土地
（百万円）
（面積㎡）

リース
資産

(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

住石マテリアルズ

株式会社

本社ほか

（東京都港区ほか）

炭鉱跡地統括業務等

（全社部門）
17 -

4,659

(3,023,842)
- - 4,677

-

(-)

住石貿易株式会社

本社、貯炭場

（東京都港区、愛媛県松山

市、佐賀県伊万里市ほか）

貯炭設備等

（石炭事業部門）
200 84

609

(21,524)
- - 894

12

(1)

ダイヤマテリアル

株式会社

本社

（北海道赤平市）

人工ダイヤ製造設備

等

（新素材事業部門）

106 0
23

(36,579)
- 0 130

8

(4)

泉山興業株式会社
本社、砕石工場

（青森県上北郡六ヶ所村）

砕石生産設備等

（採石事業部門）
160 7

-

(-)
101 1 270

13

(-)

（注）１．帳簿価額には建設仮勘定の金額を含んでおりません。

２．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。

３．従業員数は就業人員であり、臨時従業員は（　）内に年間平均人員（８時間換算）を外数で記載しておりま

す。

(3）在外子会社

該当事項はありません。

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

該当事項はありません。

(2）重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 136,032,000

第二種優先株式 7,140,000

計 143,172,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数（株）

（2022年３月31日）

提出日現在
発行数（株）

（2022年６月29日）

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 58,892,853 58,892,853

東京証券取引所

市場第一部（事業年度末現在）

スタンダード市場（提出日現在）

単元株式数

100株（注）１

第二種優先株式 7,140,000 7,140,000 ―
単元株式数

500株（注）２

計 66,032,853 66,032,853 ― ―

（注）１．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

２．第二種優先株式の内容は次のとおりであります。

１　優先株式配当金

(1）第二種優先株主又は第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通登録株式質権者に先立ち、第

二種優先株式１株につき年14円を上限として、次に定める額の剰余金の配当（以下「第二種優先株式配

当金」という。）を支払う。第二種優先株式配当金の額は、優先株式の発行価額350円に、それぞれの事

業年度ごとに第二種配当年率（以下に定義される。）を乗じて算出した額とする。第二種優先株式配当金

は、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。計算の結果、各事業年度にかかる

第二種優先株式配当金が１株につき14円を超える場合は、当該事業年度の第二種優先株式配当金は14円と

する。

・ 「第二種配当年率」は、下記算式により計算される年率とする。

第二種配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ(６ヶ月物)（以下に定義される。）＋０．５％

第二種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

「日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）」は、各事業年度の初日（銀行休業日の場合は直前の銀行営業日）及

びその直後の10月１日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日）の、午前11時における日本円６ヶ

月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ）として全国銀行協会に

よって公表される数値の平均値とする。午前11時における日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バン

ク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ）が上記いずれかの日において公表されない場合は、同日

（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日）ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示され

るロンドン銀行間市場出し手レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ ６ヶ月物（360日ベース））又はこれに準ずる

ものと認められるものを、前記の平均値の算出において用いるものとする。

(2）ある事業年度において第二種優先株主又は第二種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額

が第二種優先株式配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(3）第二種優先株主又は第二種優先登録株式質権者に対しては第二種優先株式配当金を超えて配当はしな

い。

２　残余財産の分配

残余財産を分配するときは、第二種優先株主又は第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登

録株式質権者に先立ち、１株につき350円を支払う。第二種優先株主又は第二種優先登録株式質権者に対し

ては、上記に定めるほか、残余財産の分配は行わない。
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３　株式の分割又は併合、新株引受権等の付与

法令に定める場合を除き、第二種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。第二種優先株主又は

第二種優先登録株式質権者には、新株引受権又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与えな

い。

４　株式の買受け

普通株式、第二種優先株式のうち、いずれか一つのみ、又は全ての種類につきその全部又は一部の買受け

を行うことができる。

５　株式の消却

取締役会の決議をもって、その有する普通株式、第二種優先株式のうち、いずれか一つのみ、又は全ての

種類につきその全部又は一部の消却を行うことができる。

６　議決権

第二種優先株主は、法令に定める場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

７　取得請求権

第二種優先株主は、下記に定める取得を請求し得べき期間中、下記に定める条件で普通株式の取得を請求

することができる。（以下、第二種優先株式にかえて普通株式を交付することを「転換」という。）

(1）転換の条件

①　当初転換価額　　普通株式１株当たり300円

②　転換価額の調整

(A）第二種優先株式発行後次の各号のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算式（以下

「転換価額調整式」という。）により調整する。なお、次の算式において、「既発行普通株式数」と

は、当社の発行済普通株式総数（但し、普通株式に係る自己株式数を除く）をいう。
 

    
既発行

普通株式数
＋

新規発行・処分

普通株式数
×

１株当たり

払込金額

調整後

転換価額
＝

調整前

転換価額
×

  １株当たり時価

既発行普通株式数 ＋ 新規発行・処分普通株式数

 
(a）下記②(C)で規定する転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行

又は処分する場合、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、又は募集のための株主割当日があ

る場合はその日の翌日以降これを適用する。

(b）株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当

日の翌日以降これを適用する。但し、配当可能利益から資本に組み入れられることを条件としてそ

の部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能

利益の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする

場合には、調整後の転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の

翌日以降、これを適用する。

(c）転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換できる証券、又は転

換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行する場合、調整後の転換価額は、その発行日

に、又は募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券の全額が転換又

はすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降又はその割当日の翌日以

降これを適用する。

(B）前記②(A)に掲げる場合のほか、合併、資本の減少又は普通株式の併合等により転換価額の調整を

必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に調整される。

(C）転換価額調整式に使用する１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日（但し、上記②(A)

(b)但し書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引

所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数

を除く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。
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(D）転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換

価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、

また、株主割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普

通株式数とする。

(E）転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。

(F）転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまる

ときは、転換価額の調整はこれを行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生

し、転換価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額から

この差額を差引いた額を使用する。

③　転換により発行すべき普通株式数

第二種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。
 

転換により発行すべき

普通株式数
＝

優先株主が転換請求のため

に提出した第二種優先

株式の発行価額総額

÷ 転換価額

 
発行株式数の算出に当たって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

④　取得請求権の行使があった場合の取扱い

第二種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金は、取得請求権の行使が

なされた時の属する事業年度の初めにおいて転換があったものとみなしてこれを支払う。

(2）取得請求期間

第二種優先株式発行の日から2032年８月９日までとする。

８　取得条項

(1) 第二種優先株式の取得を請求し得べき期間の末日（以下「第二種優先株式転換基準日」という。）が経

過した場合には、会社法第170条の規定による取得の効力発生日において、第二種優先株式の全てを取得

し、これと引換に以下に定める転換の条件に従って算出される数の普通株式を交付する。

(2) 第二種優先株式の取得により発行する普通株式数は、第二種優先株式１株の払込金相当額350円を第二

種優先株式転換基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における普通株式

の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られる数

とする。但し、平均値の計算は、円単位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。こ

の場合当該平均値が下限転換価額（260円）を下回るときは、第二種優先株式１株の払込金相当額350円を

当該下限転換価額で除して得られる数とし、当該平均値が上限転換価額（600円）を上回るときは、第二

種優先株式１株の払込金相当額350円を当該上限価額で除して得られる数とする。

(3) 転換の条件に従って普通株式の数を算出するに当たっては、小数第３位まで算出し、その小数第３位を

四捨五入したうえで、１株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法によりこれを取

扱う。

（取得権行使があった場合の取扱）

第二種優先株式の取得により発行された普通株式に対する最初の利益配当金は、取得された時の属する事

業年度の初めにおいて転換があったものとみなしてこれを支払う。

３．会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

４．普通株式と第二種優先株式は単元株式数が異なっております。2008年10月１日の株式移転に際して、普通株式

については売買単位の集約を目的とした東京証券取引所の施策に沿って住友石炭鉱業株式会社（現　住石マテリ

アルズ株式会社）の普通株式１株に対して当社の普通株式0.2株を割当て、併せて単元株式数を500株から100株

としたためであります。

５．第二種優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先する内容としている関係から、

法令に定める場合を除き当社株主総会において議決権を有しておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
 

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2014年４月１日～

2015年３月31日

（注）

17,000 66,032,853 1 2,501 1 301

（注）新株予約権の行使による増加であります。

（５）【所有者別状況】

①　普通株式

       2022年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） - 17 30 79 48 49 13,266 13,489 －

所有株式数

（単元）
- 86,981 34,152 125,591 48,545 13,284 280,069 588,622 30,653

所有株式数の

割合（％）
- 14.78 5.80 21.34 8.25 2.26 47.57 100.00 －

（注）自己株式3,860,848株は「個人その他」38,608単元、「単元未満株式の状況」に48株含まれております。

②　第二種優先株式

       2022年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数500株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） - 1 - - - - - 1 －

所有株式数

（単元）
- 14,280 - - - - - 14,280 -

所有株式数の

割合（％）
- 100.00 - - - - - 100.00 －
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（６）【大株主の状況】

①所有株式数別

（A)普通株式

  2022年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合

（％）

株式会社麻生 福岡県飯塚市芳雄町７－１８ 6,153 11.18

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目１１番３号 5,535 10.06

光通信株式会社 東京都豊島区西池袋１丁目４－10 2,237 4.07

花光雅丸 東京都世田谷区 1,364 2.48

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 1,323 2.41

SHIGETA MITSUTOKI

ＦＬＡＴ Ａ ２／Ｆ， ＣＡＩＮＥ ＴＯＷＥ

Ｒ　５５　ＡＢＥＲＤＥＥＮ ＳＴ ＣＥＮＴ

ＲＡＬ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ

1,252 2.28

GMOクリック証券株式会社 東京都渋谷区道玄坂１丁目２番３号 948 1.72

株式会社日本カストディ銀行
(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８－１２ 877 1.59

三井住友カード株式会社 大阪府大阪市中央区今橋４丁目５－１５ 855 1.56

株式会社日本総合研究所
東京都品川区東五反田２丁目１８－１
大崎フォレストビルディング

835 1.52

計 ― 21,383 38.86

（注）上記のほか、当社は自己株式3,860千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

 

（B)第二種優先株式 2022年３月31日現在
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 7,140 100.00

計 ― 7,140 100.00

（注）第二種優先株式は法令に定める場合を除き、株主総会において議決権を有しておりません。
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②所有議決権数別

  2022年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数

（個）

総株主の議決権に
対する所有議決権
数の割合（％）

株式会社麻生 福岡県飯塚市芳雄町７－１８ 61,532 11.19

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目１１番３号 55,355 10.06

光通信株式会社 東京都豊島区西池袋１丁目４－10 22,377 4.07

花光雅丸 東京都世田谷区 13,641 2.48

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 13,237 2.41

SHIGETA MITSUTOKI

ＦＬＡＴ Ａ ２／Ｆ， ＣＡＩＮＥ ＴＯＷＥ

Ｒ　５５　ＡＢＥＲＤＥＥＮ ＳＴ ＣＥＮＴ

ＲＡＬ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ

12,526 2.28

GMOクリック証券株式会社 東京都渋谷区道玄坂１丁目２番３号 9,480 1.72

株式会社日本カストディ銀行
(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８－１２ 8,773 1.60

三井住友カード株式会社 大阪府大阪市中央区今橋４丁目５-１５ 8,559 1.56

株式会社日本総合研究所
東京都品川区東五反田２丁目１８-１
大崎フォレストビルディング

8,359 1.52

計 ― 213,839 38.88

 
（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2022年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 第二種優先株式 7,140,000 －
「１(1)②発行済株式」の記載を参

照

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 3,860,800

完全議決権株式（その他） 普通株式 55,001,400 550,014
「１(1)②発行済株式」の記載を参

照

単元未満株式 普通株式 30,653 － －

発行済株式総数
普通株式

第二種優先株式

58,892,853

7,140,000
－ －

総株主の議決権  － 550,014 －
 

②【自己株式等】

    2022年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合（％）

（自己保有株式）
住石ホールディングス
株式会社

東京都港区西新橋
一丁目７番14号

3,860,800 - 3,860,800 5.85

計 - 3,860,800 - 3,860,800 5.85
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（８）【役員・従業員株式所有制度の内容】

（譲渡制限付株式報酬制度の導入）

当社は、2020年５月15日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度

（以下、「本制度」という。）の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年６月26日開催の当社第12期定時株主

総会（以下、「本株主総会」という。）に付議し、本株主総会において承認可決されました。

１．本制度の導入目的

本制度は、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役（以下、「対象取締

役」という。）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し企業価値向上に対する経営責任を明確にす

るため、対象取締役に対し、以前のストックオプションとしての新株予約権に代えて、譲渡制限付株式を割り当て

る報酬制度として導入するものです。

２．本制度の概要

（１）譲渡制限付株式の割当て及び払込み

当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として年額200百万円

（うち社外取締役分30百万円）の範囲内で金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物

出資の方法で払い込むことにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。

なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証

券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を

基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会におい

て決定します。

また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含

む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給します。

（２）譲渡制限付株式の総数

各事業年度にかかる定時株主総会の日から１年以内の日に割り当てる譲渡制限付株式の総数は、当社の取締役

（監査等委員である取締役を除く。）に対しては300,000株を上限とし、監査等委員である取締役に対しては

120,000株を上限とします。ただし、本事業年度においては、以前のストックオプションとしての新株予約権に代

えて譲渡制限付株式を割り当てることに係る移行措置として、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）

に対して616,400株、監査等委員である取締役に対して238,200株を上限として、対象取締役に対し割り当てる譲渡

制限付株式の総数を別途設定します。

また、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）又は株式併

合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当

該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができます。

（３）譲渡制限付株式割当契約の内容

譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締

役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとします。

①譲渡制限の内容

譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限付株式の割当日から当社及び当社子会社の取締役、

監査役、又は執行役員若しくは使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日までの期間（以下「譲渡制限期

間」という。）、対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式（以下「本割当株式」という。）につき、第三者

に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません

（以下「譲渡制限」という。）。

②譲渡制限付株式の無償取得

当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の

定時株主総会の開催日の前日まで（以下、「役務提供期間」という。）に当社取締役の地位から退任した場合に

は、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得します。

また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定め

に基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得します。
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③譲渡制限の解除

当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、役務提供期間中継続して、当社取締役の地位にあっ

たことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。

ただし、対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間が満了する前に当社取締役の

地位から退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて

合理的に調整するものとします。

④組織再編等における取扱い

当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式

移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会

による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡

制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、

当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。

この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除

されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2022年５月16日）での決議状況
（取得期間 2022年５月17日～2022年７月19日）

2,000,000 400,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 - -

残存決議株式の総数及び価額の総額 - -

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) - -

当期間における取得自己株式 2,000,000 375,780,500

提出日現在の未行使割合(％) - 6.05

 
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 9,303 13,861

当期間における取得自己株式　(注) - -

（注）当期間における取得自己株式には、2022年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式は含まれておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間　(注)

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 - - - -

消却の処分を行った取得自己株式 - - - -

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を

行った取得自己株式
- - - -

その他

（譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分）
322,300 39,421,414 - -

保有自己株式数 3,860,848 - 5,860,848 -

（注）当期間における保有自己株式数には、2022年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式等は含まれておりません。

 

３【配当政策】

配当については、株主の皆様に安定的な配当を継続して行うことを基本としつつ、当社を取り巻く経営環境や収益

状況に対応して将来の事業展開に備えるため内部留保の充実などを勘案の上、配当額を決定する方針を採っておりま

す。

なお、会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議

によらず取締役会の決議により定める事としております。

当社の剰余金の配当は期末配当の年１回を基本的な方針としております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当については、上記方針に基づき以下のとおり実施しました。

決議年月日 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）

2022年５月16日

取締役会決議

普通株式 275 5

第二種優先株式 14 2
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、純粋持株会社として、グループ全体と事業子会社の経営を分離して、それぞれの権限と責任の明確化を

図っております。

また、監査等委員会設置会社制度を採用し、取締役８名のうち４名を社外から選任することにより、取締役会の

監督機能を充実するとともに、監査等委員会と、内部監査部門の連携により、監督機能の強化を図っております。

リスクマネジメントやコンプライアンスについては、体制作りと周知徹底に取り組んでおり、今後とも当社はコー

ポレート・ガバナンスを経営上の重要課題のひとつとして、その充実を図ってまいります。

(2)企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

取締役会は、提出日現在、取締役８名(取締役（監査等委員）３名を含む)で構成し、重要な業務執行その他取締

役会規則に定めた決議事項について決定を行っております。原則として月１回定期的に開催するほか、必要に応じ

て臨時取締役会を開催しております。構成員の氏名につきましては、「（２）役員の状況(1)役員一覧」をご覧下

さい。なお、取締役会の議長は、代表取締役社長長崎駒樹氏であります。

監査等委員会は提出日現在、取締役（監査等委員）３名(うち社外取締役２名)で構成され、互選により常勤の監

査等委員を１名置いております。各監査等委員は取締役会等の重要な会議に出席するほか、監査等委員会が定めた

監査の方針、監査計画等に従い、当社及び子会社の業務及び財産の状況の調査等を行い、取締役の職務執行につい

て監督することとしております。なお、監査等委員会の議長は、取締役常勤監査等委員伊万里要一郎氏でありま

す。

定款規程の取締役数は14名以内(うち、取締役（監査等委員）は４名以内)であります。監査等委員でない取締役

の任期は１年と定め、経営責任の明確化を図っております。

また、取締役会の意思決定に基づいた業務執行を分担する執行役員制度を導入しております。

執行役員は、提出日現在で４名となっております。執行役員の任期は１年であり、業務執行責任の明確化を図っ

ております。

＜コーポレートガバナンス及び内部管理体制＞
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(3)企業統治に関するその他の事項

①内部統制システムに関する基本的考え方及びその整備状況

当社は、法令に従い、業務の適正を確保するための体制の整備について取締役会で決議し、この決議に基づい

て内部統制システムを適切に整備・運用しております。この決議の内容は下記のとおりであります。

（ⅰ)当社及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a当社及び子会社の取締役は、取締役会による職務執行の適正な監督のため、定期的に又は必要に応じて職

務執行の状況を取締役会に報告する。

b当社及び子会社の取締役は、法令及び定款に適合した適正な経営判断を行うため、常に十分な情報の収集

に努める。

（ⅱ）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役は、職務執行に係る情報について、法令、社内規程に従い、保存を行うとともに適正に管理する。

（ⅲ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

aリスク管理に関する社内規程に従い、担当部署が所管業務に関する当社グループ全体のリスクへの対応を

主導的に実施するとともに、組織横断的なリスクについては取締役会等で適宜審議し、適切に対応する。

b当社グループ全体の経営上の重要なリスクについては、取締役会等において、リスクの顕在化の防止に努

めるとともに、万一顕在化した場合には迅速かつ的確に対応することにより、経営に及ぼす影響を最小限

に抑制するよう努める。

cリスク管理体制の有効性については、内部監査組織である監査室が定期的に又は必要に応じて当社グルー

プ全体の監査を行う。

（ⅳ）当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a取締役会は、原則として月１回又は必要に応じて随時開催する。また、取締役会付議事項を含む当社グ

ループ全体の経営の重要事項については、当社及び子会社の取締役及び執行役員が出席する業績会議、そ

の他の会議体において適宜報告・審議するなど、効率的な業務運営に努める。

b当社及び子会社の取締役会の決定に基づく職務執行については、それぞれ代表取締役、業務担当取締役及

び執行役員が適切かつ迅速に執行する。

（ⅴ）当社及び子会社の従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a当社及び子会社の取締役は、社内規程において、職務執行に当たり遵守すべき法令等を明確化するととも

に、教育研修等により当該規程に基づく職務執行の徹底を図る。

b監査室は、当社グループ全体の法令及び定款遵守の状況、その他従業員の職務執行の状況について、定期

的に又は必要に応じて監査するとともに、その結果を取締役会等に報告し、所要の改善を図る。

（ⅵ）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

a取締役は、当社グループとして目指すべき共通の方向性及び目標等を示し、その達成に向け、当社グルー

プを挙げて取り組む。

b取締役は、当社グループ会社取締役との意見交換を定期的に開催し、当社グループにおける経営課題の共

有と解決に努める。

（ⅶ）監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a必要に応じて監査等委員会の業務補助のためスタッフを置くこととし、その人事については、監査等委員

会の同意を得るものとする。監査等委員会の業務補助を命ぜられたスタッフは、専ら監査等委員会の指揮

命令に従うものとする。

b当社及び子会社の取締役、執行役員及び従業員は、経営上の重要なリスク等を発見したときは、監査等委

員会に報告する。また、監査等委員会の求める事項について、いつでも、必要な報告を行うものとする。

c当社及び子会社の取締役、執行役員及び従業員が、前項に係る報告をしたことを理由として不利益な取扱

いを受けないものとする。

d監査等委員が職務の遂行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の

職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

e取締役会は、会計監査人及び監査室が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員会の監査の

実効性を確保する体制を整備する。
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②取締役の定数

当社の取締役は14名以内とし、この取締役のうち、取締役（監査等委員）は４名以内とする旨定款に定めてお

ります。

③取締役の選任の決議要件

当社の取締役の選任の決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主の出席を要し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票の方法によらないものとする旨を定款

に定めております。

④剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除

き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、取締役会の権限と

することにより、株主への機動的な剰余金の配当等を行うことを目的とするものであります。

⑤自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨

を定款に定めております。また取得については、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため

に、財政状況、株価の動向等を勘案しながら適切に実施してまいります。

⑥取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締

役（取締役であった者を含む）の責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。

これは、取締役が職務遂行に当たり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。

⑦株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会にお

ける特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑧種類株式について

普通株式と第二種優先株式は単元株式数が異なっております。これは2008年10月１日の株式移転に際して、普

通株式については売買単位の集約を目的とした東京証券取引所の施策に沿って住友石炭鉱業株式会社（現　住石

マテリアルズ株式会社）の普通株式１株に対して当社の普通株式0.2株を割当て、併せて単元株式数を500株から

100株としたためであります。

また第二種優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先する内容としている関係か

ら、法令に定める場合を除き当社株主総会において議決権を有しておりません。
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（２）【役員の状況】

(1)　役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

代表取締役

社長
長崎　駒樹 1947年10月10日生

1970年４月　　株式会社住友銀行（現株式会社三井住友

銀行）入行

1998年10月　　住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリア

ルズ株式会社）入社、本社支配人

2001年６月　　同社取締役、常務執行役員

2008年10月　　当社代表取締役副社長

2008年12月　　当社代表取締役社長（現任）

2009年10月　　住石マテリアルズ株式会社代表取締役社

長（現任）

2010年10月　　住石貿易株式会社代表取締役社長

2018年６月　　住石貿易株式会社代表取締役会長

2020年１月　　住石貿易株式会社代表取締役会長兼社長

（現任）

 

重要な兼職の状況

　住石貿易株式会社代表取締役会長兼社長

　住石マテリアルズ株式会社代表取締役社長

（注）２
普通株式

517,800

専務取締役

管理本部長
滝田　 出 1959年２月21日生

1981年４月　　住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリア

ルズ株式会社）入社

2001年４月　　同社社長室長

2004年６月　　同社執行役員企画部長

2010年６月　　株式会社ハイマックス理事管理本部副本

部長

2019年６月　　当社執行役員財務部長

2020年６月　　当社取締役財務部長

2021年６月　　当社常務取締役財務部長

2022年４月　　当社常務取締役管理本部長兼財務部長

2022年６月　　当社専務取締役管理本部長兼財務部長

（現任）

（注）２
普通株式

73,700

常務取締役

事業本部長
能登谷　正之 1963年８月16日生

1990年４月　　三井鉱山株式会社入社

1993年８月　　株式会社イズミダイヤ入社

1994年４月　　住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアル

ズ株式会社）入社

2002年７月　　同社新素材事業部ダイヤ営業部長

2005年７月　　同社執行役員、新素材事業部ダイヤマテ

リアル部長兼加工材料部長

2016年４月　　当社執行役員、ダイヤマテリアル株式会

社代表取締役社長（現任）

2022年４月　　当社執行役員事業本部長

2022年６月　　当社常務取締役事業本部長（現任）

 

重要な兼職の状況

　ダイヤマテリアル株式会社

　代表取締役社長

 

（注）２
普通株式

138,900

取締役 佐久間　博 1945年４月29日生

1968年４月　　株式会社住友銀行（現株式会社三井住友

銀行）入行

1991年10月　　同行青山支店長

1994年６月　　同行取締役銀座支店長

1998年６月　　同行常任監査役

2009年６月　　当社社外取締役（現任）

2017年９月　　株式会社アクロディア（現THE WHY HOW

DO COMPANY株式会社）社外取締役（現任）

（注）２
普通株式

92,800
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役 松嶋　宏 1945年８月８日生

1968年４月　　株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀

行）入行

1985年６月　　住友ファイナンシャルインターナショナ

ル（ロンドン）

1986年４月　　スイス・ユニオン銀行　バイス・プレジ

デント

1998年６月　　長銀ウォーバーグ証券会社（現ＵＢＳ証

券株式会社）エグゼクティブ・ディレク

ター

2000年７月　　クレディスイスファーストボストン証券

会社　マネージング・ディレクター

2006年９月　　ＵＢＳ証券会社（現ＵＢＳ証券株式会

社）シニア・アドバイザー

2016年７月　　ＧＣＡ株式会社　顧問

2018年４月　　同社社外取締役監査等委員

2021年12月　　同社社外取締役（現任）

2022年６月　　当社社外取締役（現任）

（注）２
普通株式

-

取締役

監査等委員

（常勤）

伊万里　要一郎 1954年２月25日生

1977年４月　　住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアル

ズ株式会社）入社

2009年12月　　当社経理部長

2010年６月　　当社監査室長

2011年６月　　当社常勤監査役

2015年６月　　当社取締役

2017年９月　　ダイヤマテリアル株式会社執行役員副社

長

2018年６月　　当社執行役員

2021年10月　　当社執行役員監査室長

2022年６月　　当社取締役監査等委員（現任）

（注）３
普通株式

120,400

取締役

監査等委員
鎭西　俊一 1946年11月14日生

1983年４月　　弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所

1997年９月　　仙谷・石田法律事務所入所

2006年６月　　日比谷総合設備株式会社社外取締役

2009年６月　　当社社外監査役

2011年６月　　当社社外取締役

2011年７月　　鎭西法律事務所開設（現任)

2019年６月　　当社社外取締役監査等委員

2020年６月　　当社社外取締役

2022年６月　　当社社外取締役監査等委員（現任）

（注）３
普通株式

75,600

取締役

監査等委員
柿本　省三 1946年10月24日生

1970年４月　　株式会社住友銀行（現株式会社三井住友

銀行）入行

1978年９月　　公認会計士登録

1979年１月　　税理士登録

1988年10月　　住友ビジネスコンサルティング株式会社

東京コンサルティング第３部長

1995年４月　　株式会社日本総合研究所事業本部主席コ

ンサルタント

2001年７月　　新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任

監査法人）監査第二部公認会計士

2002年７月　　公認会計士・税理士個人事務所開業（現

任）

2008年10月　　当社社外監査役

2019年６月　　当社社外取締役監査等委員（現任）

（注）４
普通株式

66,600

計
普通株式

1,085,800

（注）１．取締役　佐久間博、松嶋宏、鎭西俊一、柿本省三は、社外取締役であります。

２．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
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(2)　社外役員の状況

当社は社外取締役に、佐久間博氏、松嶋宏氏、鎭西俊一氏及び柿本省三氏の４名を選任しております。

社外取締役佐久間博氏及び松嶋宏氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高い見識を有していることから、適任と

判断しております。

社外取締役鎭西俊一氏は、弁護士として独立した立場から、当社の経営に対してその豊富な専門知識及び経験等

を反映していただけるものと判断しております。

監査等委員である社外取締役柿本省三氏は、公認会計士及び経営コンサルタントとして豊富な専門知識及び経験

等を有していることから、適任と判断しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性の基準等は、特に定めておりませんが、企業経営の経験や専門性及

び独立性等を総合的に判断し、社外取締役を選任しております。当社は、社外取締役４名全員を、それぞれ独立性

を有するものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役は、監査室及び会計監査人並びに内部統制部門から必要に応じて報告を受け、相互連携を図っており

ます。

なお、当社の社外取締役が保有する当社の株式数は、(1)　役員一覧　に記載のとおりであります。

（３）【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

当社は、2019年６月27日から監査等委員会設置会社へ移行し、当事業年度は常勤監査等委員２名並びに監

査等委員１名の３名により運営をしております。

当事業年度の活動状況は、監査等委員会で定めた監査等委員会規則、監査等委員会監査基準、監査方針及

び監査計画等に従い監査業務を行っております。また、監査等委員会は監査室、財務部及び総務部等の内部

統制部門から必要に応じてヒアリングを実施する等により、内部統制の実施状況を把握しております。

なお、監査等委員の柿本省三氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する専門知識と豊富な知

見を有しております。

当事業年度（2021年４月１日より2022年３月31日）において当社は、監査等委員会を13回開催しており、

個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。

氏　名
監査等委員会 監査等委員会

開催回数 出席回数

茶谷　瑛一 13回 ３回

成田　 充 13回 13回

柿本　省三 13回 13回

上記監査等委員会の開催回数及び出席回数は在任期間の回数であります。なお、提出日現在の監査等委員

会は３名体制で、常勤監査等委員　伊万里要一郎氏、監査等委員　鎮西俊一氏、監査等委員　柿本省三氏で

あります。

監査等委員会における主な検討事項

ⅰ）取締役の職務執行の監査及び監査報告の作成

ⅱ）内部統制システムの構築及び運用状況

ⅲ）会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況

常勤監査等委員の主な活動

ⅰ）取締役会その他の重要な会議への出席

ⅱ）取締役及び関係部門からの報告、その他必要事項の聴取

ⅲ）重要な決裁書類、契約書等の閲覧

ⅳ）期中、期末監査において、本社及び子会社及び関係会社の、ア.資産、イ.業務の実施状況、ウ.組織、制

度、諸規定等について、適正な運用、実施状況の調査

ⅴ）会計監査人及び内部監査部門との連携を図り、監査の妥当性の確認と評価

ⅵ）株主総会、日程手続き、事業報告及び計算書類等が法令、定款に準拠しているか監査

ⅶ）取締役の選任、解任及び辞任並びに報酬等について監査等委員会の意見を決定する

② 内部監査の状況

提出日現在の内部監査部門である監査室は３名体制であり、監査等委員会及び会計監査人並びに財務部及

び総務部等の内部統制部門と連携を図りながら内部監査を実施しております。

監査等委員会と監査室は、相互に連携を図りながら監査を実施し、随時情報、意見交換を行っておりま

す。また、監査等委員会と会計監査人は、定期的に監査実施計画等についてディスカッションを行うととも

に、監査実施結果等について、報告会を行っております。
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③ 会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

ＲＳＭ清和監査法人

ｂ．継続監査期間

４年間

ｃ．業務を執行した公認会計士

戸谷　英之

 筧 　悦生

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、会計士試験合格者等４名、その他３名でありま

す。

ｅ．監査法人の選定方針と理由

監査法人の選定にあたっては、当社の監査等委員会が定める会計監査人の選定基準に基づいて実施してい

ます。特に監査法人におけるガバナンス、経営管理を含めた組織・体制の状況、当社グループのビジネスの

内容やリスクに対する理解、品質管理体制の整備・実施状況が適切であること、独立性に関する事項等会社

計算規則第131条に定める会計監査人の職務の遂行に関する事項を遵守していること、職業的専門家としての

経験・知識を有する監査実施者を確保していること、当局検査対応等のコンプライアンスの状況、監査報酬

の水準等を総合的に評価し選定する方針としています。RSM清和監査法人はこれらの観点において特段の問題

なく選定基準に十分に評価できるものと考え会計監査人に選定いたしました。

ｆ．監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、監査等委員会が定める会計監査人の評価基準に基づいて監査法人に対して評価を

行っております。この評価については、監査法人の選定方針に記載した項目の他、監査チームの体制、監査

計画の妥当性、監査等委員及び内部監査部門とのコミュニケーション、経営者との関係等を含め総合的に評

価しております。

ｇ．会計監査人の解任又は不再任の決定方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主

総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全

員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任

後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

④　監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬
（百万円）

非監査業務に
基づく報酬
（百万円）

監査証明業務に
基づく報酬
（百万円）

非監査業務に
基づく報酬
（百万円）

提出会社 23 - 23 -

連結子会社 - - - -

計 23 - 23 -

 
ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（ａ.を除く）

該当事項はありません。

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ｄ．監査報酬の決定方針

当社の監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等の独立性を損ねることがないように考慮しつつ、且つ提

示された監査報酬見積額が、当社の監査日数や当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適正に考慮され

ているかを検討し決定しております。

ｅ．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が、

適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたし

ました。
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（４）【役員の報酬等】

(1)役員報酬の額

①取締役(監査等委員を除く)の報酬額

取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、2019年６月27日開催の第11期定時株主総会において、賞与を含めて

年額２億円以内(うち社外取締役分３千万円以内)と決議いただいております。なお、当該決議に係る取締役

（監査等委員を除く）の員数は４名（うち社外取締役は1名）となっております。また、上記報酬額の範囲内

で、2020年６月26日開催の第12期定時株主総会において、非金銭報酬（譲渡制限付株式）を割り当てる年額上

限を300,000株と決議いただいております。なお、当該決議に係る取締役（監査等委員を除く）の員数は５名

（うち社外取締役は２名）となっております。

②取締役（監査等委員）の報酬額

取締役（監査等委員）の報酬額は、2019年６月27日開催の第11期定時株主総会において、賞与を含めて年額

５千万円以内と決議いただいております。なお、当該決議に係る取締役（監査等委員）の員数は４名（うち社

外取締役３名）となっております。また、上記報酬限度額の範囲内で、2020年６月26日開催の第12期定時株主

総会において、非金銭報酬（譲渡制限付株式）を割り当てる年額上限を120,000株と決議いただいておりま

す。なお、当該決議に係る取締役（監査等委員）の員数は３名（うち社外取締役は２名）となっております。

(2)役員報酬等の内容の決定に関する方針

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

①基本報酬に関する方針

取締役（監査等委員を除く）の基本報酬は、取締役の役位、職責、在任期間等を総合的に勘案のうえ、取締

役会が決定します。取締役（監査等委員）の基本報酬は、監査等委員の協議により決定します。

②業績連動報酬等に関する方針

取締役（監査等委員を除く）業績連動報酬は、会社業績、担当部門業績並びに個人業績を総合的に勘案のう

え、取締役会が決定します。取締役（監査等委員）の業績連動報酬は、会社業績を勘案して、監査等委員の協

議により決定します。

業績連動報酬等にかかる業績指標は、連結営業利益・連結経常利益・連結税引前当期純利益であり、次の算

式により決定されます。同指標を採用した理由は、会社の営業・投資活動の成果を明確に反映し、かつ透明性

の高い指標と考えたからです。当事業年度の算定数値実績は０円です。

業績連動報酬支給総額＝連結営業利益×２%＋連結経常利益×２%＋連結税引前当期純利益×２%

③非金銭報酬等に関する方針

取締役（監査等委員を除く）の非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）は、役位・職責・会社業績への貢献度を

総合的に勘案の上、取締役会が決定します。取締役（監査等委員）の非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）は、

監査等委員の協議により決定します。

④報酬等の割合に関する方針

基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）の個人報酬に占める各割合は、会社業績、担

当部門業績、個人業績等を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬の比重が高まる構成とします。

⑤報酬等の付与時期や条件に関する方針

基本報酬は毎月支払います。業績連動報酬を支給する場合は、原則として、年１回、６月に支払います。非

金銭報酬等（譲渡制限付株式報酬）を割り当てる場合は、原則として年1回、同年に開催される定時株主総会

から１年の間に割り当てるものとします。

⑥取締役の個人別報酬等の内容が、決定方針に沿うものであると、取締役会が判断した理由

取締役の個人別報酬等の内容決定に当たっては、取締役会で、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を

行った上で決定しております。
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(3)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額
（百万円）

対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役

（監査等委員を除く）
56 45 - 11 6

（うち社外取締役） (15) (12) (-) (2) (2)

取締役（監査等委員） 21 16 - 3 3

（うち社外取締役） (8) (5) (-) (2) (2)

合計 78 62 - 15 9

（うち社外取締役） (23) (17) (-) (5) (4)

（注）上記「取締役(監査等委員を除く)」の欄には、2021年６月29日開催の第13期定時株主総会終結の時を

もって退任した取締役１名（社外取締役ではございません）及び事業年度中に辞任した取締役１名（社外

取締役ではございません）を含んでおります。当事業年度末の取締役(監査等委員を除く)の員数は４名、

取締役(監査等委員)の員数は３名であります。

 
（５）【株式の保有状況】

当社は持株会社であり、連結子会社株式を除く、保有目的が純投資目的である投資株式及び純投資目的以外の

目的である投資株式は保有しておりません。

また当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最も大きい会社（最大保

有会社）は住石マテリアルズ株式会社であります。

(1)投資株式の区分の基準及び考え方

当社グループは、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分につい

て、純投資目的である投資株式は、流動資産の有価証券、純投資目的以外の目的である投資株式は、固定資産　

投資その他の資産の投資有価証券に計上いたしますが、当連結会計年度末において、純投資目的である投資株式

はありません。

(2)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

①保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社グループにおいて、保有方針及び保有の合理性を検証する方法は、継続的に当該株式の保有目的や、決

算書類等で財政状態等を検討した上で、取締役会で保有継続の要否を検証しております。

当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最も大きい会社（最大保有

会社）である住石マテリアルズ株式会社については以下のとおりです。

②銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 19 2,407

非上場株式以外の株式 - -

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

該当事項はありません。

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

該当事項はありません。

③特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

１．特定投資株式

該当事項はありません。

２．みなし保有株式

該当事項はありません。

(3)保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

(4)当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

(5)当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1976年大蔵省令第28号）に

基づいて作成しております。
 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号　以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2021年４月１日から2022年３月31日ま

で）の連結財務諸表及び事業年度（2021年４月１日から2022年３月31日まで）の財務諸表について、ＲＳＭ清和監査

法人による監査を受けております。

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財

務会計基準機構へ加入しております。

また、企業会計基準委員会の行う実務研修に適宜参加しております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,646 3,402

受取手形及び売掛金 1,263 -

受取手形 - 29

売掛金 - 2,047

商品及び製品 1,156 6,531

仕掛品 77 63

原材料及び貯蔵品 9 10

前渡金 - 69

未収消費税等 1 534

その他 604 97

流動資産合計 7,759 12,787

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,059 1,918

減価償却累計額 ※５ △1,468 ※５ △1,413

建物及び構築物（純額） 590 504

機械装置及び運搬具 893 417

減価償却累計額 ※５ △782 ※５ △325

機械装置及び運搬具（純額） 111 91

土地 ※３,※４ 5,721 ※３,※４ 5,292

リース資産 309 168

減価償却累計額 △96 △66

リース資産（純額） 212 101

その他 174 166

減価償却累計額 △166 △162

その他（純額） 7 4

有形固定資産合計 6,643 5,995

無形固定資産   

その他 2 1

無形固定資産合計 2 1

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１ 2,520 ※１ 2,689

繰延税金資産 5 10

その他 120 93

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 2,644 2,791

固定資産合計 9,290 8,788

資産合計 17,049 21,575
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 669 1,493

短期借入金 70 1,700

リース債務 56 47

未払金 9 12

未払法人税等 13 67

未払費用 77 62

賞与引当金 31 25

役員賞与引当金 22 21

その他 67 16

流動負債合計 1,018 3,447

固定負債   

リース債務 173 62

繰延税金負債 180 223

再評価に係る繰延税金負債 ※３ 278 ※３ 232

退職給付に係る負債 150 137

長期預り金 94 70

資産除去債務 34 34

その他 13 13

固定負債合計 926 774

負債合計 1,944 4,222

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,501 2,501

資本剰余金 936 938

利益剰余金 12,092 14,138

自己株式 △510 △471

株主資本合計 15,019 17,106

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 353 475

繰延ヘッジ損益 4 -

土地再評価差額金 ※３ △272 ※３ △228

その他の包括利益累計額合計 85 246

純資産合計 15,105 17,353

負債純資産合計 17,049 21,575
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  (単位：百万円)

 
　前連結会計年度

 (自　2020年４月１日
 　至　2021年３月31日)

　当連結会計年度
 (自　2021年４月１日
 　至　2022年３月31日)

売上高 9,781 ※１ 12,404

売上原価 8,502 8,943

売上総利益 1,279 3,461

販売費及び一般管理費 ※２,※３ 1,342 ※２,※３ 1,118

営業利益又は営業損失（△） △63 2,343

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 9 6

固定資産賃貸料 56 52

その他 13 8

営業外収益合計 78 67

営業外費用   

支払利息 1 0

持分法による投資損失 12 17

租税公課 16 15

その他 19 20

営業外費用合計 49 54

経常利益又は経常損失（△） △33 2,356

特別利益   

固定資産売却益 ※４ 1 ※４ 44

特別利益合計 1 44

特別損失   

固定資産除売却損 ※５ 16 ※５ 0

関係会社株式売却損 - 0

投資有価証券評価損 - 0

減損損失 - ※６ 17

和解金 - 67

事務所移転費用 14 -

その他 0 -

特別損失合計 32 86

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△）
△65 2,314

法人税、住民税及び事業税 23 73

法人税等調整額 5 △27

法人税等合計 29 46

当期純利益又は当期純損失（△） △94 2,267

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に

帰属する当期純損失（△）
△94 2,267
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【連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
　前連結会計年度

 (自　2020年４月１日
 　至　2021年３月31日)

　当連結会計年度
 (自　2021年４月１日
 　至　2022年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） △94 2,267

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 297 121

繰延ヘッジ損益 4 △4

その他の包括利益合計 ※１ 301 ※１ 117

包括利益 207 2,385

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 207 2,385

非支配株主に係る包括利益 - -
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,501 966 12,347 △751 15,064

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期純損
失(△)

  △94  △94

剰余金の配当   △172  △172

自己株式の取得    △0 △0

自己株式の処分  △30  241 210

土地再評価差額金の取崩   11  11

その他      

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

     

当期変動額合計 - △30 △255 241 △44

当期末残高 2,501 936 12,092 △510 15,019

 

       

 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金
その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 56 - △260 △204 137 14,996

当期変動額       

親会社株主に帰属する当期純損
失(△)

     △94

剰余金の配当      △172

自己株式の取得      △0

自己株式の処分      210

土地再評価差額金の取崩      11

その他       

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

297 4 △11 290 △137 152

当期変動額合計 297 4 △11 290 △137 108

当期末残高 353 4 △272 85 - 15,105
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当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,501 936 12,092 △510 15,019

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期純利
益   2,267  2,267

剰余金の配当   △178  △178

自己株式の取得    △0 △0

自己株式の処分  1  39 41

土地再評価差額金の取崩   △59  △59

その他   15  15

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

     

当期変動額合計 - 1 2,045 39 2,086

当期末残高 2,501 938 14,138 △471 17,106

 

      

 その他の包括利益累計額

純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金
その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 353 4 △272 85 15,105

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期純利
益     2,267

剰余金の配当     △178

自己株式の取得     △0

自己株式の処分     41

土地再評価差額金の取崩     △59

その他     15

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

121 △4 43 161 161

当期変動額合計 121 △4 43 161 2,248

当期末残高 475 - △228 246 17,353
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：百万円)

 
　前連結会計年度

 (自　2020年４月１日
 　至　2021年３月31日)

　当連結会計年度
 (自　2021年４月１日
 　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純

損失（△）
△65 2,314

減価償却費 151 105

減損損失 - 17

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 -

賞与引当金の増減額（△は減少） △4 △3

その他の引当金の増減額（△は減少） △1 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 6 △11

受取利息及び受取配当金 △9 △6

支払利息 1 0

持分法による投資損益（△は益） 12 17

固定資産除売却損益（△は益） 15 △43

関係会社株式売却損益（△は益） - 0

和解金 - 67

売上債権の増減額（△は増加） 579 △859

棚卸資産の増減額（△は増加） 745 △5,372

仕入債務の増減額（△は減少） 286 833

未払消費税等の増減額（△は減少） △69 △44

移転費用 14 -

その他 21 △484

小計 1,684 △3,468

利息及び配当金の受取額 9 6

利息の支払額 △1 △3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △239 499

和解金の支払額 △0 △67

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,452 △3,033

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △24 △5

有形固定資産の売却による収入 6 94

固定資産の除却による支出 △0 △7

無形固定資産の取得による支出 △1 -

長期前払費用の取得による支出 △5 △0

資産除去債務の履行による支出 △16 -

子会社株式の売却による収入 - 364

その他 5 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △36 445

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △70 1,630

リース債務の返済による支出 △57 △29

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △172 △178

財務活動によるキャッシュ・フロー △299 1,421

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,120 △1,164

現金及び現金同等物の期首残高 3,526 4,646

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 - △80

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,646 ※１ 3,402
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数及び主要な連結子会社名

連結子会社の数

4社

連結子会社名

住石貿易株式会社

住石マテリアルズ株式会社

ダイヤマテリアル株式会社

泉山興業株式会社

なお、当社の連結子会社であった住石山陽採石株式会社は、保有していた全株式を売却したことに伴

い、連結の範囲から除外しております。

(2）主要な非連結子会社名

該当なし

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び会社名

持分法を適用した非連結子会社

該当なし

持分法を適用した関連会社の数

1社

会社名

新居浜コールセンター株式会社

(2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の会社名

持分法を適用しない非連結子会社

該当なし

持分法を適用しない関連会社

該当なし

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお

ります。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

②デリバティブ

時価法

③棚卸資産

総平均法による原価法

なお、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

採石事業部門及び一部の子会社については定額法、その他の資産は定額法及び定率法を適用してお

ります。

ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　５～59年

機械装置及び運搬具　　　２～12年
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②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を適用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を適用しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失の発生に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4）退職給付に係る会計処理の方法

当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5）重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①石炭事業

石炭事業においては、主に石炭の販売を行っており、商品の引き渡し時点で顧客が当該商品に対す

る支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、商品の引き渡し時点で収益を認識

しております。なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客

から受け取る対価の総額から仕入先への支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。

②新素材事業

新素材事業においては、工業用人工ダイヤモンドの販売を行っており、商品及び製品の引き渡し時

点で顧客が当該商品及び製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していますが、出

荷時から当該商品及び製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時

に収益を認識しております。

③採石事業

採石事業においては、砕石の販売を行っており、製品の引き渡し時点で顧客が当該製品に対する支

配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、製品の引き渡し時点で収益を認識して

おります。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

外貨建予定取引及び外貨建金銭債権債務については繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替

予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

外貨建予定取引及び外貨建金銭債権債務の為替変動リスクに対して為替予約取引をヘッジ手段とし

て用いております。

③ヘッジ方針

会社が業務遂行上さらされる市場リスクを適切に管理することにより、リスクの減殺を図ることを

目的にリスクヘッジを行っております。

④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段を直接結びつけてヘッジ有効性を評価しております。

(7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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(8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

②連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社及び国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行する

こととなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」（2020年法律第８号）において創設

されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが

行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に

関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せ

ず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人

税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計

処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）を適用する予定でありま

す。

（重要な会計上の見積り）

投資有価証券に計上したWambo Coal Pty Ltd(ワンボ社)のＢクラス株式の評価

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

 （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

Wambo Coal Pty Ltd（ワンボ社） 2,108 2,297

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

投資有価証券に含まれる市場価格のない株式として、当社の連結子会社である住石マテリアルズ株式会社が保

有する、豪州の石炭鉱山の運営会社であるワンボ社のＢクラス株式25百万株があり、当連結会計年度末現在、残

余財産分配権のない外貨建の株式として2,297百万円計上しております。

ワンボ社のＢクラス株式の簿価は取得価額であり、評価の妥当性はワンボ社の財政状態、経営成績及び将来の

配当可能性等から判断しております。また外貨建株式のため、為替の影響を受けます。

当該見積りは、ワンボ社の将来の業績が見積りと異なる場合には、翌連結会計年度以降の連結財務諸表におい

て投資有価証券の金額に重要な影響を与える可能性があります。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、石炭事業の一部の取引について従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していま

したが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客

から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしています。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の

期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当期首の利益剰余金に与

える影響はありません。

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結損益計算書の売上高及び売上

原価は、各2,747百万円減少しておりますが、税金等調整前純利益に与える影響はありません。

また、収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示

していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形」及び「売掛金」に含めて表示いたしま

す。ただし、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表

示方法により組替えを行っておりません。

なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関

係」注記については記載しておりません。

EDINET提出書類

住石ホールディングス株式会社(E21342)

有価証券報告書

42/80



（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企

業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め

る新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありま

せん。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこ

とといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 

2019年７月４日）第７-４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものにつ

いては記載しておりません。

 

（表示方法の変更）

（連結貸借対照表）

前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「未収消費税等」は、金額的重要性が

増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「未収消費税等」は１百万円であります。

 

（追加情報）

（譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分）

当社は、2021年６月29日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処

分（以下「本自己株式処分」又は「処分」という。）を行うことについて決議し、2021年７月21日に処分を実行

しました。

１．処分の概要

（１）処分期日 2021年７月21日

（２）処分する株式の種類及び数 当社普通株式　322,300株

（３）処分価額 １株につき　128円

（４）処分価額の総額 41,254,400円

（５）株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り
当てる株式の数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）

５名　163,800株

当社の監査等委員である取締役

３名　54,900株

当社の執行役員　　　　６名　103,600株

（６）その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づき

有価証券通知書を提出いたしました。

２．処分の目的及び理由

当社は、2020年５月15日開催の当社取締役会において、当社の取締役（取締役（監査等委員である取締役を除

く）及び監査等委員である取締役、以下「対象取締役」という。）に対して、株価変動のメリットとリスクを株

主の皆様と共有し企業価値向上に対する経営責任を明確にするため、「譲渡制限付株式報酬制度」を導入するこ

とを決議いたしました。また、2020年６月26日開催の当社第12期定時株主総会において、対象取締役に対して、

2019年６月27日開催の第11期定時株主総会において決議された報酬の限度額年額２億５千万円以内（うち取締役

（監査等委員である取締役を除く）に対し２億円以内、監査等委員である取締役に対し５千万円以内）の報酬枠

内で、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社普通株式の取得のための現物出資財産とする金銭報酬債権を支給

すること、対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は年420千株以内（うち取締役（監査等委員で

ある取締役を除く）に対し300千株以内、監査等委員である取締役に対し120千株以内）とすることにつき、ご承

認いただいております。

また、当社の執行役員においても、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することが重要と考え、

対象取締役と同様の制度を導入することといたしました。
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（連結貸借対照表関係）

※１．関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当連結会計年度

（2022年３月31日）

投資有価証券（株式） 283百万円 265百万円
 

２．保証債務

連結会社以外の会社等の金融機関からの借入金等に対して次のとおり保証を行っております。

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当連結会計年度

（2022年３月31日）

個人住宅ローン 106百万円 89百万円

※３．事業用土地の再評価差額金計上額

土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布　法律第34号）に基づき、連結子会社である住石マテリアルズ
株式会社が、事業用土地の再評価を行っております。

再評価を行った年月日　　　1998年３月31日

同法第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布　政令第119号）第２条第４号によるところの地価税の
計算のために公表された方法により算定した価額に合理的な調整を行う方法といたしましたが、一部については、
同条第２号によるところの国土利用計画法施行令の規定により判定された標準価格に合理的な調整を行う方法、な
いし、同条第５号によるところの鑑定評価による方法としております。

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当連結会計年度

（2022年３月31日）

同法律第10条に定める再評価を行った事業
用土地の当連結会計年度末における時価の
合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿
価額の合計額との差額

△106百万円 △100百万円

 

※４．定期借地権が設定されている土地の価額

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

2,374百万円 2,374百万円

 

※５．減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

（連結損益計算書関係）

※１．顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約

から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（セグメント情報等）」に記載しております。

 

※２．販売費及び一般管理費の内訳

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2020年４月１日
　　至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

運送費・港頭諸掛等 417百万円 351百万円

報酬・給料・賞与 507 392

退職給付費用 8 10

賃借料 68 54

光熱・水道費及び消耗品費 35 20

旅費・通信費 14 21

減価償却費 58 52
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※３．販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総額

前連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

0百万円 -百万円

 

※４．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

前連結会計年度
（自　2020年４月１日
至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

機械装置及び運搬具 0百万円  -百万円

土地 0  44

計 1  44

 

※５．固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。

前連結会計年度
（自　2020年４月１日
至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

建物及び構築物 2百万円  -百万円

機械装置及び運搬具 0  0

土地 13  -

その他の有形固定資産 0  0

解体費用 0  -

計 16  0

 

※６．減損損失

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

該当事項はありません。
 
当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

当社グループは、当連結会計年度において以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失（百万円）

北海道歌志内市 遊休資産 土地 1

北海道三笠市 遊休資産 土地 16

佐賀県杵島郡 遊休資産 土地 0

当社のグルーピングは、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位で行っております。この場合、管理会

計上収支計算が分離されていること、物理的に分離されていること、主要な資産が相互補完的でないこと、遊休資

産・共用資産であるか等を考慮して合理的なグルーピングを行い、原則として毎期継続して適用しております。

当連結会計年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（17百万円）として特別損失に計上しました。

また、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産については不動産鑑定評価

額、遊休資産については不動産鑑定評価額に基づき固定資産税評価額の変動率等を用いて補正し評価しておりま

す。
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（連結包括利益計算書関係）

※１．その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　2020年４月１日
至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 455百万円 186百万円

組替調整額 - -

税効果調整前 455 186

税効果額 △157 △64

その他有価証券評価差額金 297 121

繰延ヘッジ損益：   

当期発生額 6 △6

組替調整額 - -

税効果調整前 6 △6

税効果額 △2 2

繰延ヘッジ損益 4 △4

その他の包括利益合計 301 117

 

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首

株式数（千株）

当連結会計年度

増加株式数（千株）

当連結会計年度

減少株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

 発行済株式     

普通株式 58,892 - - 58,892

第二種優先株式 7,140 - - 7,140

合計 66,032 - - 66,032

 自己株式     

普通株式　（注） 6,033 0 1,860 4,173

合計 6,033 0 1,860 4,173

（注）１．普通株式の自己株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取による増加0千株であります。

２．普通株式の自己株式の減少1,860千株は、ストック・オプションの行使による減少229千株、譲渡制限付株式

報酬へ移行転換による減少1,630千株であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

 

（決議）

 

株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

2020年５月15日

取締役会

普通株式 158 利益剰余金 3 2020年３月31日 2020年６月５日

第二種優先株式 14 利益剰余金 2 2020年３月31日 2020年６月５日

 

 （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 

（決議）

 

株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

2021年５月14日

取締役会

普通株式 164 利益剰余金 3 2021年３月31日 2021年６月14日

第二種優先株式 14 利益剰余金 2 2021年３月31日 2021年６月14日
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当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首

株式数（千株）

当連結会計年度

増加株式数（千株）

当連結会計年度

減少株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

 発行済株式     

普通株式 58,892 - - 58,892

第二種優先株式 7,140 - - 7,140

合計 66,032 - - 66,032

 自己株式     

普通株式　（注） 4,173 9 322 3,860

合計 4,173 9 322 3,860

（注）１．普通株式の自己株式数の増加 9千株は、譲渡制限付株式報酬制度の期中解除に係る増加9千株、単元未満株式

の買取による増加0千株であります。

２．普通株式の自己株式の減少322千株は、譲渡制限付株式報酬へ移行転換による減少322千株であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

 

（決議）

 

株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

2021年５月14日

取締役会

普通株式 164 利益剰余金 3 2021年３月31日 2021年６月14日

第二種優先株式 14 利益剰余金 2 2021年３月31日 2021年６月14日

 

 （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 

（決議）

 

株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

2022年５月16日

取締役会

普通株式 275 利益剰余金 5 2022年３月31日 2022年６月８日

第二種優先株式 14 利益剰余金 2 2022年３月31日 2022年６月８日

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
 
 

前連結会計年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

当連結会計年度
（自 2021年４月１日
至 2022年３月31日）

現金及び預金勘定 4,646百万円 3,402百万円

現金及び現金同等物 4,646 3,402 

 

（リース取引関係）

（借主側）

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

（１）リース資産の内容

有形固定資産

主として採石事業部門における生産設備（機械装置及び運搬具）であります。

（２）リース資産の減価償却の方法

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４．会計方針に関する事項　(2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方

針です。

デリバティブは、外貨建予定取引の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。当該リスクに関しては、当

社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、取引先の信用状況や回

収状況及び滞留債権状況を定期的にレビューし、把握する体制をとっております。

投資有価証券のうち、市場価格のない株式等以外のものは取引所における市場価格の変動リスクにさらされて

いますが、定期的に時価を把握しております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

借入金は主に運転資金に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクにさらされており

ます。

デリバティブ取引の状況については、通常の取引過程における外貨建予定取引の為替相場の変動によるリスク

を軽減するため取引先の要請があった場合に為替予約を付しており、執行・管理については取引権限を定めた社

内規程に従って行っております。なお、投機的な取引及び短期的な売買損益を得る取引は行っておりません。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクにさらされていますが、当社グループでは、資金繰計画を作成する

などの方法により管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

該当事項はありません。

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

前連結会計年度（2021年３月31日）

（単位：百万円）

 
連結貸借対照表

計上額（注）
時価（注） 差額

投資有価証券 19 19 -

デリバティブ取引 6 6 -

（注）１．現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金は短期間

で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

２．以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であることから、投資有価証

券には含まれておりません。連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

３．デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（単位：百万円）
 

区分
前連結会計年度

（2021年３月31日）

非上場株式 2,218

関連会社株式 283

 
当連結会計年度（2022年３月31日）

（単位：百万円）

 
連結貸借対照表

計上額（注）
時価（注） 差額

投資有価証券 15 15 -

（注）１．現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金は短期間で

決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

２．市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照

表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）
 

区分
当連結会計年度

（2022年３月31日）

非上場株式 2,407

関連会社株式 265
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（注１）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2021年３月31日）

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 4,646 - - -

受取手形及び売掛金 1,263 - - -
合計 5,910 - - -

 
当連結会計年度（2022年３月31日）

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 3,402 - - -
受取手形 29 - - -
売掛金 2,047 - - -
合計 5,479 - - -

 
（注２）短期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2021年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 70 - - - - -

合計 70 - - - - -

 

当連結会計年度（2022年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 1,700 - - - - -

合計 1,700 - - - - -

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2022年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 15 - - 15

合計 15 - - 15

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を

レベル１の時価に分類しております。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（2021年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの
   

株式 19 11 8

小計 19 11 8

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの
   

株式 - - -

小計 - - -

合計 19 11 8

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額2,218百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ

ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他

有価証券」には含めておりません。

なお、当該非上場株式には、残余財産分配権のない外貨建の株式2,108百万円が含まれております。

当連結会計年度（2022年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの
   

株式 15 11 4

小計 15 11 4

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの
   

株式 - - -

小計 - - -

合計 15 11 4

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額2,407百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ

ローを見積ること等ができないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

なお、当該非上場株式には、残余財産分配権のない外貨建の株式2,297百万円が含まれております。

２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

該当事項はありません。
 
当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

該当事項はありません。

３．減損処理を行った有価証券

前連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

該当事項はありません。
 
当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（2021年３月31日）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりで

あります。

通貨関連

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超

（百万円）

時価
(百万円)

原則的処理方法
為替予約取引 外貨建予定取引及び

外貨建仕入金銭債務
の為替変動リスク

374 － 381買建
米ドル

(注) 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

 

当連結会計年度（2022年３月31日）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

当連結決算日において、該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社グループは退職一時金制度を設けており、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算して

おります。

なお、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

２．確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

（自　2020年４月１日
至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

退職給付に係る負債の期首残高 143百万円 150百万円

退職給付費用 10 15

退職給付の支払額 △3 △27

連結範囲の変更に伴う減少額 - △1

退職給付に係る負債の期末残高 150 137

 

(2) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当連結会計年度

（2022年３月31日）

積立型制度の退職給付債務 -百万円 -百万円

年金資産 - -

 - -

非積立型制度の退職給付債務 150 137

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 150 137

   

退職給付に係る負債 150 137

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 150 137

 

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度10百万円 当連結会計年度15百万円
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（ストック・オプション等関係）

ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

（単位：百万円）

 前連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

販売費及び一般管理費 9 -

（注）「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　（８）役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおり、
当社は2020年6月26日付で株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し
ているため、以下、該当事項はありません。

 
（税効果会計関係）

１．繰延税金資産、繰延税金負債及び再評価に係る繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
 
 

当連結会計年度
（2022年３月31日）

繰延税金資産    

税務上の繰越欠損金（注）２ 614百万円 389百万円

退職給付に係る負債 50  46

減損損失 605  610

定期借地権付土地評価損税務否認額 107  107

株式報酬費用 59  64

子会社株式 92  -

その他 128  130

繰延税金資産小計 1,657  1,348

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注)２ △606  △359

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,033  △947

評価性引当額小計（注）１ △1,639  △1,306

繰延税金資産合計 18  42

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △187  △251

その他 △6  △3

繰延税金負債合計 △193  △254

繰延税金負債の純額 △175  △212

再評価に係る繰延税金負債    

土地再評価差額金 △278  △278
 

（注)１．評価性引当額の減少は、主として全額評価性引当額を計上していた貸倒引当金の無税化及び繰越欠損金の

減少によるものであります。

（注)２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2021年３月31日）

 
１年以内

（百万円）

１年超

２年以内

（百万円）

２年超

３年以内

（百万円）

３年超

４年以内

（百万円）

４年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）

合計

（百万円）

税務上の繰越欠

損金(※)
225 144 - - - 244 614

評価性引当額 △217 △144 - - - △244 △606

繰延税金資産 8 - - - - - 8

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
 

当連結会計年度（2022年３月31日）

 
１年以内

（百万円）

１年超

２年以内

（百万円）

２年超

３年以内

（百万円）

３年超

４年以内

（百万円）

４年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）

合計

（百万円）

税務上の繰越欠

損金(※)
144 - - - - 244 389

評価性引当額 △115 - - - - △244 △359

繰延税金資産 29 - - - -  29

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
 
 

当連結会計年度
（2022年３月31日）

法定実効税率 -％  30.6％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 -   

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 -  △27.0

評価性引当額等 -  △13.1

持分法投資損益 -  0.2

連結子会社との税率差異 -  0.9

関係会社株式売却益の連結調整 -  4.0

繰越欠損金期限切れ -  6.7

その他 -  △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 -  2.0

（注）前連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
 

（企業結合等関係）

（連結子会社株式の譲渡について）
当社は、2021年５月14日開催の取締役会において、当社の連結子会社である住石山陽採石株式会社（以下、

「山陽採石」）の全株式を、第三者に譲渡することを決議し、2021年５月31日に株式を譲渡いたしました。な
お、本株式譲渡に伴い、山陽採石は当社の連結子会社から除外いたしました。

１．本株式譲渡の理由
山陽採石は、2016年４月に当社の100%出資子会社である住石マテリアルズ株式会社から新設分割により設立さ

れましたが、当社グループとしては1987年に山陽採石が営む事業を取得して以来、30年以上に亘り兵庫県内で良
質の骨材を供給する事業を営んで参りました。山陽採石の持続的な成長と当社グループの今後の事業展開を総合
的に勘案し、地場優良企業と協議して参りました結果、今般、山陽採石の全株式を譲渡することにつき合意に
至ったものであります。

２．譲渡する相手会社の名称
相手先の意向により、当社グループからの概略の開示は控えさせていただきますが、当社グループと資本関

係、人的関係、取引関係はなく、関連当事者に該当いたしません。
３．譲渡日

2021年５月31日
４．当該子会社の名称、事業内容及び会社との取引内容

名称　　　　　　　住石山陽採石株式会社
事業内容　　　　　岩石の採取、骨材の製造及び販売
会社との取引内容　当社は、当該会社よりグループ経営における経営指導料を徴収しておりました。本件株式

譲渡に伴い、この取引は解消いたしました。
５．譲渡する株式の数、譲渡価格、譲渡後の持分比率

譲渡する株式の数　1,800株
譲渡価格　　　　　相手先との守秘義務により非開示といたします。
譲渡後の持分比率　０％

６．その他重要な特約等
該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1)当該資産除去債務の概要

当社グループは、事務所及び貯炭設備等の一部について不動産賃借契約に基づく原状回復義務を負っており、

当該契約における賃借期間終了時の原状回復に関し資産除去債務を計上しております。

(2)当該資産除去債務の金額の算定方法

事務所附属設備等は、使用見込期間を10年と見積り、割引率は0.022%を使用して資産除去債務の金額を計算し

ております。

貯炭設備等は、使用見込期間を30年と見積り、割引率は3.0％を使用して資産除去債務の金額を計算しており

ます。

(3)当該資産除去債務の総額の増減

 
前連結会計年度

（自　2020年４月１日
至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

期首残高 25百万円 34百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額 9 -

時の経過による調整額 0 0

資産除去債務の履行による減少額 △2 -

その他増減額（△は減少） - -

期末残高 34 34
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（賃貸等不動産関係）

前連結会計年度（自2020年４月１日　至2021年３月31日）

当社の連結子会社である住石マテリアルズ株式会社では、東京都その他の地域において、賃貸用の土地等を有

しております。2021年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸等損益は24百万円（賃貸収益は営業外収益

に、主な賃貸等費用は営業外費用に計上）であります。

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額

当連結会計年度末の時価当連結会計年度
期首残高

当連結会計年度
増減額

当連結会計年度
期末残高

4,758 △19 4,738 3,804

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま

す。

２．当連結会計年度増減額のうち、主な減少額は、遊休地の売却（△18百万円）及び減価償却費（△1百万

円）等であります。

３．当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基

づく金額を基礎とし、その他の物件については第三者からの取得時や直近の評価時点の価格をふまえ、

一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合に

は、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。また、当連結会計年度に新規取得した

ものについては、時価の変動が軽微であると考えられるため、連結貸借対照表計上額をもって時価とし

ております。
 

当連結会計年度（自2021年４月１日　至2022年３月31日）

当社の連結子会社である住石マテリアルズ株式会社では、東京都その他の地域において、賃貸用の土地等を有

しております。2022年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸等損益は19百万円（賃貸収益は営業外収益

に、主な賃貸等費用は営業外費用に計上）であります。

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額

当連結会計年度末の時価当連結会計年度
期首残高

当連結会計年度
増減額

当連結会計年度
期末残高

4,738 △61 4,677 3,716

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま

す。

２．当連結会計年度増減額のうち、主な減少額は、遊休地の売却（△42百万円）及び減損損失（△17百万

円）並びに減価償却費（△1百万円）であります。

３．当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基

づく金額を基礎とし、その他の物件については第三者からの取得時や直近の評価時点の価格をふまえ、

一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合に

は、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。また、当連結会計年度に新規取得した

ものについては、時価の変動が軽微であると考えられるため、連結貸借対照表計上額をもって時価とし

ております。

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記情報（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）４.会計方針に関する事項、(5)重要な収益及び費用の

計上基準」に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいては、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用

し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は持株会社であり、今後も当社主導のもと、グループ全体の経営の効率化を図るとともに、事業部門の分割

（分社）を推進し、事業子会社の権限と責任を明確化することで経営の自由度を高め、事業環境の急激な変化に即

応できる体制を目指しております。

したがって、当社のマネージメントアプローチは、下記のセグメントから構成されており、当該３つを報告セグ

メントとしております。

(1）石炭事業部門…………石炭の仕入及び販売、豪州ワンボ社に係る関連取引

(2）新素材事業部門………工業用人工ダイヤモンドの製造、仕入及び販売

(3）採石事業部門…………岩石の採取、加工及び販売

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は経常利益をベースとした金額であります。

セグメント間の内部売上高は市場実勢価格に基づいております。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報

前連結会計年度（自2020年４月１日 至2021年３月31日）

   （単位：百万円）

 報告セグメント

合計
 

石炭
事業部門

新素材
事業部門

採石
事業部門

売上高     

外部顧客への売上高 8,749 278 752 9,781

セグメント間の内部売上高
又は振替高

- - - -

計 8,749 278 752 9,781

セグメント利益 301 29 115 446

セグメント資産 3,103 342 1,022 4,469

セグメント負債 3,656 51 366 4,075

その他の項目     

減価償却費（注） 49 10 83 142

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額（注）
0 - 87 88

支払利息 23 - 0 23

（注）減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、「長期前払費用」の償却費とその増加額

を含めて表示しております。
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当連結会計年度（自2021年４月１日 至2022年３月31日）

   （単位：百万円）

 報告セグメント

合計
 

石炭
事業部門

新素材
事業部門

採石
事業部門

売上高     

一時点で移転される財又は

サービス
9,592 360 323 10,276

一定の期間にわたり移転さ

れる財又はサービス
- - - -

顧客との契約から生じる収

益
9,592 360 323 10,276

その他の収益 2,128 - - 2,128

外部顧客への売上高 11,721 360 323 12,404

セグメント間の内部売上高
又は振替高

- - - -

計 11,721 360 323 12,404

セグメント利益 2,629 90 35 2,755

セグメント資産 9,637 359 371 10,368

セグメント負債 10,422 36 150 10,609

その他の項目     

減価償却費（注） 45 8 44 98

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額（注）
- 0 33 33

支払利息 30 - 0 30

（注）減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、「長期前払費用」の償却費とその増加額

を含めて表示しております。

 

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 9,781 12,404

セグメント間取引消去 - -

連結財務諸表の売上高 9,781 12,404

（単位：百万円）

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 446 2,755

セグメント間取引消去 - -

全社費用等（注） △480 △399

連結財務諸表の経常利益又は経常損失(△) △33 2,356

（注）全社費用等は、主に住石ホールディングス株式会社及び連結子会社の管理部門並びに全社資産に係る損益であ

ります。
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（単位：百万円）

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 4,469 10,368

セグメント間取引消去 - -

全社資産（注） 12,580 11,206

連結財務諸表の資産合計 17,049 21,575

（注）全社資産は、主に住石ホールディングス株式会社及び連結子会社の現金及び預金、投資有価証券並びに管理部

門に係る資産等であります。

（単位：百万円）

負債 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 4,075 10,609

セグメント間取引消去 △2,925 △7,155

全社負債（注） 794 767

連結財務諸表の負債合計 1,944 4,222

（注）全社負債は、主に住石ホールディングス株式会社及び連結子会社の本社借入金等による負債であります。

（単位：百万円）

その他の項目

報告セグメント計 調整額（注１） 連結財務諸表計上額

前連結会計
年度

当連結会計
年度

前連結会計
年度

当連結会計
年度

前連結会計
年度

当連結会計
年度

減価償却費（注２） 142 98 8 6 151 105

有形固定資産及び無形固定資産の
増加額（注２）

88 33 29 - 117 33

支払利息 23 30 △22 △29 1 0

（注）１．調整額は、管理部門及び全社資産に係る項目であります。

２．減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、「長期前払費用」の償却費とその増加額を含

めて表示しております。

【関連情報】

前連結会計年度（自2020年４月１日 至2021年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

東レ株式会社 2,214 石炭事業部門

王子グリーンリソース株式会社 1,572 石炭事業部門

水島エネルギーセンター株式会社 1,475 石炭事業部門
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当連結会計年度（自2021年４月１日 至2022年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

   （単位：百万円）

日本
その他の地域

合計
豪州 その他

10,238 2,128 38 12,404

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

Wambo Coal Pty Limited 2,128 石炭事業部門

水島エネルギーセンター株式会社 2,043 石炭事業部門

王子グリーンリソース株式会社 1,865 石炭事業部門

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自2020年４月１日 至2021年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自2021年４月１日 至2022年３月31日）

    （単位：百万円）

 石炭事業部門 新素材事業部門 採石事業部門 全社・消去 合計

減損損失 - - - 17 17

（注）「全社・消去」の金額は、セグメントに帰属しない全社資産に係る減損損失であります。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度（自2020年４月１日　至2021年３月31日）

１．関連当事者との取引

（１）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

（２）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

当社の連結子会社である住石貿易株式会社は、関連会社である新居浜コールセンター株式会社と、以下

の取引があります。

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有

（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

関連会社
新居浜コー
ルセンター
株式会社

愛媛県
新居浜市

50 倉庫業
（所有）
間接　40.0

役員の兼任
石炭荷役を
委託
資金調達

資金の返済
（注）２

70
短期
借入金

70

借入金利息
の支払
（注）１

0
未払
費用

0

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

１．取引条件は、市場実勢等を勘案して決定しております。

２．運転資金として借入れたものであります。

２．重要な関連会社に関する注記

重要な関連会社の要約財務情報

当連結会計年度における、重要な関連会社である新居浜コールセンター株式会社の、要約財務情報は以

下のとおりであります。

流動資産合計

固定資産合計

546百万円

382

流動負債合計

固定負債合計

217

3

純資産合計 708

売上高

税引前当期純損失金額

当期純損失金額

1,036

31

31
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当連結会計年度（自2021年４月１日　至2022年３月31日）

１．関連当事者との取引

（１）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

（２）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

当社の連結子会社である住石貿易株式会社は、関連会社である新居浜コールセンター株式会社と、以下

の取引があります。

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有

（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

関連会社
新居浜コー
ルセンター
株式会社

愛媛県
新居浜市

50 倉庫業
（所有）
間接　40.0

役員の兼任
石炭荷役を
委託
資金調達

資金の返済
（注）２

70
短期
借入金

-

借入金利息
の支払
（注）１

0
未払
費用

-

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

１．取引条件は、市場実勢等を勘案して決定しております。

２．運転資金として借入れたものであります。

２．重要な関連会社に関する注記

重要な関連会社の要約財務情報

当連結会計年度における、重要な関連会社である新居浜コールセンター株式会社の、要約財務情報は以

下のとおりであります。

流動資産合計

固定資産合計

424百万円

350

流動負債合計

固定負債合計

106

4

純資産合計 664

売上高

税引前当期純損失金額

当期純損失金額

1,017

44

43
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（１株当たり情報）

 
 
 

前連結会計年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

当連結会計年度
（自 2021年４月１日
至 2022年３月31日）

１株当たり純資産額 230.12円 269.66円

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△) △2.00 41.02

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 - 35.61

（注）１．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当

期純損失であるため記載しておりません。

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当連結会計年度

（2022年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 15,105 17,353

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 2,513 2,513

（うち優先株式残余財産分配額） (2,499) (2,499)

（うち優先配当額） (14) (14)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 12,592 14,840

普通株式の発行済株式数（千株） 58,892 58,892

普通株式の自己株式数（千株） 4,173 3,860

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数

（千株）
54,719 55,032

（注）３．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2020年４月１日
至　2021年３月31日）

当連結会計年度
（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失   

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属す

る当期純損失(△)（百万円）
△94 2,267

普通株主に帰属しない金額 14 14

（うち優先配当額） (14) (14)

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益又は当期

純損失(△)
△108 2,253

普通株式の期中平均株式数（千株） 54,164 54,940

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額（百万円） - 14

（うち優先配当額） (-) (14)

普通株式増加数（千株）

（うち優先株式）

-

(-)

8,330

(8,330)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

第二種優先株式

7,140,000株
-
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（重要な後発事象）

（譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分）

当社は、2022年６月29日開催の取締役会において、下記の通り、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処
分（以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。）を行うことについて決議しました。

１．処分の概要

（１）　処分期日 2022年７月21日

（２）　処分する株式の種類及び数 当社普通株式　219,100株

（３）　処分価額 １株につき　181円

（４）　処分価額の総額 39,657,100円

（５）　株式の割当ての対象者及びその人数並びに

割り当てる株式の数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）

５名　134,900株

当社の監査等委員である取締役

３名　33,600株

当社の執行役員　　　　４名　50,600株

（６）　その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づ

き有価証券通知書を提出いたします。

２．処分の目的及び理由
当社は、2020年５月15日開催の当社取締役会において、当社の取締役（取締役（監査等委員である取締役を除

く）及び監査等委員である取締役、以下「対象取締役」といいます。）に対して、株価変動のメリットとリスク
を株主の皆様と共有し企業価値向上に対する経営責任を明確にするため、「譲渡制限付株式報酬制度」を導入す
ることを決議いたしました。また、2020年６月26日開催の当社第12期定時株主総会において、対象取締役に対し
て、2019年６月27日開催の第11期定時株主総会において決議された報酬の限度額年額２億５千万円以内（うち取
締役（監査等委員である取締役を除く）に対し２億円以内、監査等委員である取締役に対し５千万円以内）の報
酬枠内で、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社普通株式の取得のための現物出資財産とする金銭報酬債権を
支給すること、対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は年420千株以内（うち取締役（監査等委
員である取締役を除く）に対し300千株以内、監査等委員である取締役に対し120千株以内）とすることにつき、
ご承認いただいております。

また、当社の執行役員においても、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することが重要と考え、対

象取締役と同様の制度を導入することといたしました。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】
 

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 70 1,700 0.6 －

１年以内に返済予定のリース債務 56 47 - －

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 173 62 - 2026年９月６日

その他有利子負債 - - - －

合計 299 1,810 - －

（注）１．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとお

りであります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

リース債務 19 20 14 7

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定に

より記載を省略しております。

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（百万円） 2,158 3,816 8,045 12,404

税金等調整前四半期（当期）

純利益（百万円）
71 541 619 2,314

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益（百万円）
58 497 566 2,267

１株当たり四半期（当期）

純利益（円）
1.06 9.06 10.32 41.02

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益

（円）
1.06 7.98 1.26 30.64
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当事業年度

(2022年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,997 957

前払費用 13 15

関係会社短期貸付金 2,204 5,634

未収入金 ※１ 885 ※１ 302

未収消費税等 1 -

流動資産合計 7,101 6,909

固定資産   

有形固定資産   

建物 22 20

工具、器具及び備品 5 3

有形固定資産合計 28 23

無形固定資産   

ソフトウエア 1 0

無形固定資産合計 1 0

投資その他の資産   

関係会社株式 3,109 2,967

関係会社長期貸付金 721 1,521

関係会社長期未収入金 155 -

長期未収入金 0 0

長期前払費用 1 0

その他 43 43

投資その他の資産合計 4,031 4,533

固定資産合計 4,060 4,557

資産合計 11,161 11,466

 

EDINET提出書類

住石ホールディングス株式会社(E21342)

有価証券報告書

64/80



 

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当事業年度

(2022年３月31日)

負債の部   

流動負債   

未払金 ※１ 24 ※１ 22

未払費用 15 10

未払消費税等 - 5

未払法人税等 2 39

預り金 4 3

賞与引当金 13 12

役員賞与引当金 22 21

流動負債合計 82 116

固定負債   

繰延税金負債 2 2

退職給付引当金 15 16

資産除去債務 9 9

固定負債合計 28 28

負債合計 110 145

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,501 2,501

資本剰余金   

資本準備金 301 301

その他資本剰余金 938 940

資本剰余金合計 1,239 1,241

利益剰余金   

利益準備金 93 111

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 7,727 7,938

利益剰余金合計 7,821 8,050

自己株式 △510 △471

株主資本合計 11,051 11,321

純資産合計 11,051 11,321

負債純資産合計 11,161 11,466
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②【損益計算書】

  (単位：百万円)

 
　前事業年度

 (自　2020年４月１日
 　至　2021年３月31日)

　当事業年度
 (自　2021年４月１日
 　至　2022年３月31日)

売上高   

経営指導料 ※１ 230 ※１ 208

売上高合計 230 208

売上総利益 230 208

販売費及び一般管理費 ※２ 452 ※２ 377

営業損失（△） △222 △169

営業外収益   

受取利息 ※１ 22 ※１ 29

受取配当金 ※１ 2,741 ※１ 211

その他 1 1

営業外収益合計 2,764 242

営業外費用   

自己株式取得費用 0 0

事務所移転費用 3 -

その他 0 1

営業外費用合計 3 1

経常利益 2,538 72

特別利益   

関係会社株式売却益 - 302

特別利益合計 - 302

特別損失   

固定資産除売却損 0 -

事務所移転費用 16 -

特別損失合計 16 -

税引前当期純利益 2,521 374

法人税、住民税及び事業税 △42 △32

法人税等調整額 2 △0

法人税等合計 △39 △32

当期純利益 2,561 407
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

         (単位：百万円)

 株主資本

新株
予約権

純資産
合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資
本合計

 
資本
準備金

その他
資本剰
余金

資本剰
余金合
計

利益
準備金

その他
利益剰
余金

利益剰
余金合
計

 
繰越利
益剰余
金

当期首残高 2,501 301 954 1,255 76 5,356 5,432 △738 8,451 137 8,588

当期変動額            

当期純利益      2,561 2,561  2,561  2,561

剰余金の配当      △172 △172  △172  △172

利益準備金の積立     17 △17 -  -  -

自己株式の取得        △0 △0  △0

自己株式の処分   △16 △16    227 210  210

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

         △137 △137

当期変動額合計 - - △16 △16 17 2,371 2,388 227 2,599 △137 2,462

当期末残高 2,501 301 938 1,239 93 7,727 7,821 △510 11,051 - 11,051

 

当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

          

 株主資本

純資産
合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資
本合計

 
資本
準備金

その他
資本剰
余金

資本剰
余金合
計

利益
準備金

その他
利益剰
余金

利益剰
余金合
計

 
繰越利
益剰余
金

当期首残高 2,501 301 938 1,239 93 7,727 7,821 △510 11,051 11,051

当期変動額           

当期純利益      407 407  407 407

剰余金の配当      △178 △178  △178 △178

利益準備金の積立     17 △17 -  - -

自己株式の取得        △0 △0 △0

自己株式の処分   1 1    39 41 41

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

         -

当期変動額合計 - - 1 1 17 211 228 39 270 270

当期末残高 2,501 301 940 1,241 111 7,938 8,050 △471 11,321 11,321

 

EDINET提出書類

住石ホールディングス株式会社(E21342)

有価証券報告書

67/80



【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウエア

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

３．引当金の計上基準

(1）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務に基づき計上しております。なお、退職

給付債務の金額は、期末自己都合要支給額としております。

４．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義

務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

当社は子会社に経営指導等を行う対価として経営指導料を収受しております。当該履行義務は一定の

期間にわたり充足される履行義務であり、時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しているた

め、役務を提供する期間にわたり定額で収益を認識しております。

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(2）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグループ通算制度への

移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連

結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第

39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額

について、改正前の税法の規定に基づいております。

なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並び

に税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び

開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）を適用する予定であります。

 

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、当社は該当事業がな
いため、財務諸表に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会
計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新
たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
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（貸借対照表関係）

※１．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

 
前事業年度

（2021年３月31日）
当事業年度

（2022年３月31日）

短期金銭債権 322百万円 257百万円

短期金銭債務 18 16

 

（損益計算書関係）

※１．関係会社との取引高

 
前事業年度

（自　2020年４月１日
至　2021年３月31日）

当事業年度
（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

売上高 230百万円 208百万円

受取利息 22 29

受取配当金 2,741 211

 

※２．販売費及び一般管理費

主要な費目及び金額は次のとおりであり、全額が一般管理費に属する費用であります。

 
前事業年度

（自　2020年４月１日
　　至　2021年３月31日）

当事業年度
（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

役員報酬 110百万円 78百万円

従業員報酬 118 101

賃借料 65 53

減価償却費 6 5

業務委託料 38 38

株式事務代行料 31 28

法定監査費用 23 23

 

（有価証券関係）
 

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度（2021年３月31日）

時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

区分
前事業年度
（百万円）

子会社株式 3,109

 

当事業年度（2022年３月31日）

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分
当事業年度
（百万円）

子会社株式 2,967
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2021年３月31日）
 

当事業年度
（2022年３月31日）

繰延税金資産    

税務上の繰越欠損金 55百万円 55百万円

子会社株式評価損 27  27

株式報酬費用 28  30

子会社株式 92  -

その他 13  13

繰延税金資産小計 217  126
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △55  △55
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △161  △70

評価性引当額小計 △217  △126
繰延税金資産合計 -  -
繰延税金負債    

その他 △2  △2

繰延税金負債合計 △2  △2
繰延税金負債の純額 2  2

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（2021年３月31日）
 

当事業年度
（2022年３月31日）

法定実効税率 30.6％  30.6％
（調整）    

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △33.3  △17.3
評価性引当額の増減 1.3  △24.2
連結納税適用による影響額 -  2.1
子会社投資に係る税効果 △1.1  -
その他 0.9  0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △1.6  △8.7

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、（重要な会計方針）の４．収益及び費用の

計上基準をご覧下さい。

 

（重要な後発事象）

（譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分）

当社は、2022年６月29日開催の取締役会において、下記の通り、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分

を行うことについて決議しました。詳細につきましては、「１．連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　注

記事項（重要な後発事象）」をご参照下さい。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 資産の種類
当期首
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期
償却額

当期末
残高

減価償却
累計額

有形固定
資産

建物 22 - - 2 20 3

工具、器具及び備品 5 - - 1 3 8

計 28 - - 4 23 11

無形固定
資産

ソフトウエア 1 - - 0 0 -

計 1 - - 0 0 -

 

 

【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

賞与引当金 13 12 13 12

役員賞与引当金 22 21 22 21

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

取次所 ―

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告に

よる公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新

聞に掲載して行う。なお、電子公告は当社ウェブサイトに掲載しており、そ

のＵＲＬは次のとおりです。

http://www.sumiseki.co.jp/

株主に対する特典 なし

（注）　当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を

行使することができないとしております。

（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

（２）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第13期）（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）2021年６月29日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2021年６月29日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

（第14期第１四半期）（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）2021年８月６日関東財務局長に提出

（第14期第２四半期）（自　2021年７月１日　至　2021年９月30日）2021年11月５日関東財務局長に提出

（第14期第３四半期）（自　2021年10月１日　至　2021年12月31日）2022年２月４日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

2021年６月30日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時

報告書であります。

2022年４月４日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号（連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況に著しい影響を与える事象）に基づく臨時報告書であります。

(5）自己株券買付状況報告書

報告期間（自2022年５月１日 至2022年５月31日）2022年６月３日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

  2022年６月29日

住石ホールディングス株式会社   

 

 取締役会　御中  

 

 ＲＳＭ清和監査法人  

 東京事務所  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 戸谷　英之

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士  筧 　悦生

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる住石ホールディングス株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、住石

ホールディングス株式会社及び連結子会社の2022年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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投資有価証券に計上したWambo Coal Pty Ltd（ワンボ社）のBクラス株式の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

注記事項（重要な会計上の見積り）に記載のとおり、会

社の子会社である住石マテリアルズ株式会社は、オースト

ラリアの石炭鉱山の運営会社であるWambo Coal Pty Ltd(以

下「ワンボ社」という。)のBクラス株式を保有している。

当該株式は残余財産分配権のない外貨建の株式であり、当

連結会計年度末の連結貸借対照表において、投資有価証券

として2,297百万円が計上されている。

ワンボ社のＢクラス株式の評価は、ワンボ社の財政状

態、経営成績及び将来の配当可能性などを考慮して決定さ

れる必要がある。会社はワンボ社の監査済財務諸表及び将

来予測を入手し、その内容を検討することにより減損処理

の要否を検討している。

以上から、ワンボ社のBクラス株式は金額に重要性があ

り、その期末評価における経営者の判断及び見積りの連結

財務諸表に与える影響が大きいため、当監査法人は当該事

項を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、ワンボ社のＢクラス株式の評価を検討す

るにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・有価証券の減損に関する会計方針を閲覧し、会社の評価

プロセスを理解した。

・監査上重要と判断した会社の会議体における議事録の閲

覧及び経営者への質問を通じてワンボ社の経営環境を理

解し、財政状態の悪化の兆候の有無を確認した。

・ワンボ社の監査済財務諸表を入手し、特に負債として計

上されているBクラス株式に係る見積将来配当金額及び

関連する注記その内容を検討した。

・ワンボ社の将来予測を入手し、過去の実績や外部機関の

公表した情報との比較を行い、その内容を検討した。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その

他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表

に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠

に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる

取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意

見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され

ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると

合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、住石ホールディングス株式会

社の2022年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、住石ホールディングス株式会社が2022年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し

て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。
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内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した

内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　　上

 

 
※　１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

  2022年６月29日

住石ホールディングス株式会社   

 

 取締役会　御中  

 

 ＲＳＭ清和監査法人  

 東京事務所  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 戸谷　英之

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士  筧 　悦生

 
監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる住石ホールディングス株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第14期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ

た。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、住石ホー

ルディングス株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、監査報告書において報告すべき監査上の主要な検討事項はないと判断している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その

他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査

上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場

合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に

見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

 

※　１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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